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はじめに

近年の温暖化などによる「気候変動」

や、世界経済の状況に伴う「生産資材価

格 の高止まり 」、人口減少 による「労働

力不足」は、本県農林水産業における生

産や経営を厳しいものとするだけでなく、

県全体の「食料安全保障リスク」を増大

させています。

このような中、本県農林水産業が「真に持続可能性の高い産業」となるために

は、ＤＸなどによる生産の効率化や、新設した地域商社「徳島県産業国際化支援

機構」を原動力とする国内外市場への販路拡大、自然災害の発生に備えた生産基

盤の強靱化などにより、農林水産業全体の『自給力』を高める必要があります。

このため県では、今後５年間で取り組むべき施策を盛り込んだ「徳島県食料・

農林水産業・農山漁村基本計画（第５期）」を新たに策定いたしました。

この度の新計画は、農林水産業の『自給力』を高めるべく、

・人材確保などによる「はたらく力」

・生産振興などによる「つくる力」

・収益性を高める「売る力」

・農山漁村の安心を確保する「防災力」

以上「４つの力」を重点的に強化する、これまでの概念にとらわれない新次元

の計画としています。

今後は、この新計画のもと、徹底した現場主義・県民目線で、農林水産業の成

長が実感できる施策を強力に展開いたしますので、皆様のご支援とご協力をよろ

しくお願いいたします。

令和７年３月

徳島県知事 後藤田 正純
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第１章 計画の基本的事項

１ 計画策定の根拠
本計画は、「徳島県食料・農林水産業・農山漁村基本条例」第10条の規定に基づ

き、本県農林水産業施策の総合的な運営指針として策定します。

２ 計画の基本理念
「未来に引き継げる農林水産業・農山漁村の実現」を目指します。

３ 基本戦略 ～自給力の強化～
気候変動や地政学的要因による食料安全保障＊リスクの増加、人口減少や高齢化

による労働力の不足や国内消費の縮小等、農林水産業を取り巻く状況が厳しさを増

すなか、本県農林水産業を、魅力あふれる持続可能な産業として次代へ継承するた

め、食料等の生産の「自給力強化」に向けた「４つの力」の強化に取り組みます。

戦略Ⅰ「はたらく力」の強化
農林水産業従事者の大幅な減少が見込まれる中、農林水産物の安定供給や、農山漁

村における地域コミュニティの維持を図るため、新規就業者はもとより、外国人材等

の多様な働き手の育成により、農林水産業の次代を担う人材を確保します。

戦略Ⅱ「つくる力」の強化
食料安全保障の強化に加え、持続可能な生産や海外市場をも見据えた産業へと転換

していくため、経営の大規模化、生産施設等のスマート化、新技術の実装等を加速し、

高い供給能力と収益性を兼ね備えた「産地づくり」を推進します。

戦略Ⅲ「売る力」の強化
新たな「地域商社＊」である「（公社）徳島県産業国際化支援機構＊」を核として、

県産農林水産物等のブランド力・発信力を強化し、国内・海外への販路を拡大すると

ともに、食文化や観光と一体的なプロモーションの展開や、地域資源を活用した農山

漁村の活性化に取り組みます。

戦略Ⅳ「農山漁村の防災力」の強化
切迫する南海トラフ巨大地震をはじめとした危機事象に備え、生産基盤の防災対策

等により、安全安心と食料供給能力の確保に向けた農山漁村の強靱化を推進します。

４ 計画期間
令和７年度を初年度とし、令和１１年度までの「５年間」を計画期間とします。

※計画期間中に必要に応じて見直しを検討する

第１章 計画の基本的事項
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第２章 現状分析

１ 担い手の状況

①農 業 ※関係するグラフ番号1)～4)

基幹的農業従事者＊数は、平成22年

の28,032人から令和２年は19,186人

と、10年間で8,846人（32％）減少し

ており、平均年齢も68.3歳と高齢化が

進んでいます。

農家戸数の内訳は、兼業農家及び自

給的農家数は減少傾向ですが、専業農

家数は増加傾向にあります。

農業法人数についても平成26年の22

4法人から令和５年は326法人と、10年

間で102法人（46%）増加しています。

さらに、新規就農者数も増加傾向に

あり、令和元年からの５カ年では、毎

年平均149人の新規就農者が確保され

ています。

（要因等）

後継者が不在のため、経営を継続で

きずに廃業に至る場合が多く、農業就

業者は年々減少するとともに、高齢化

が進んでいます。

このため、農地を持たない新規就農

者の受け皿や農業経営の改善・発展に

繋がる「農業経営の法人化」を推進す

るとともに、独立・自営就農を目指す

若者に対し、「新規就農者育成総合対

策事業」により、就農前の研修を後押

しする資金や、就農直後の経営確立を

支援する資金を交付し、就農及び定着

を促進しています。

また、新規就業者を雇用し、農業法

人等が実施する研修に要する費用の支

援や「指導農業士＊」による栽培技術

や経営面におけるマンツーマン指導

（チューター制度）など、関係機関・

団体と連携し、新規就農者の育成・確

保に取り組んでいます。
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第２章 現状分析

②畜産業 ※グラフ番号5)～6)

畜産農家戸数は、平成26年の537戸

から令和５年は411戸と、10年間で126

戸（23％）減少しています。一方、１

戸当たりの飼養頭羽数は増加傾向にあ

ります。

（要因等）

生産者の高齢化や担い手不足により

農家戸数は減少しているものの、施設

整備による規模拡大など、１戸あたり

の飼養頭羽数は増加傾向にあります。

③林 業 ※グラフ番号7)～8)

林業就業者数は、平成17年に604人

と過去最低であったものの、令和２年

は761人と、15年間で157人（26％）増

加し、特に若者の参入により、平均年

齢は51.0歳と若返りが進んでいます。

また、新規就業者数は、平成26年度

から令和５年度までの10年間に、371

人が新たに就業しています。

（要因等）

平成28年度に開講した「とくしま林

業アカデミー」をはじめ、首都圏での

就業ガイダンスや地元高校生に対する

出前授業や就業体験を行うなど、現場

の即戦力となる人材を集中的に育成・

確保していることから若者が増加し

ています。

④水産業 ※グラフ番号9)～10)

漁業就業者数は、平成25年の2,512

人から令和５年には1,638人と、10年

間で874人（35％）減少しており、平

均年齢は64.5歳と高齢化が進んでいま

す。また、新規漁業就業者数は、年平

均で20.6人となっています。
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第２章 現状分析

（要因等）

漁業経営体の96％を占める個人経営

体では、高齢になっても後継者がおら

ず、経営を継続できず廃業に至る場合

が多く、漁業就業者数は減少していま

す。

２ 生産量・産出額・所得

①農 業 ※グラフ番号11)

【米】 ※グラフ番号12)～13)

米（飼料用米・稲ＷＣＳ（稲発酵粗

飼料）＊は除く）の作付面積は、平成2

6年の13,200haから令和５年は9,750ha

と、10年間で3,450ha（26％）減少し

た一方で、産出額は、途中増減はある

ものの、おおむね維持されています。

一方、飼料用米及び稲ＷＣＳの作付

面積は、平成26年の299haから令和５

年は1,254haと、10年間で４倍に増加

しています。

（要因等）

長期的に米価の下落傾向が続いた結

果、小規模な生産者や後継者のいない

生産者が持つ条件の悪いほ場を中心

に、米が作られなくなっています。

一方、飼料用米及び稲ＷＣＳについ

ては、平成26年に米価が急激に下落し

たことから、主食用米からの転換が進

みました。現在、大規模な生産者を中

心に、経営安定のために作付けが定着

しています。

【野菜】 ※グラフ番号14)～15)

作付面積は、平成26年の8,000haか

ら令和年５年は6,719haと、10年間で1,

281ha（16％）減少しています。産出

額は、気候による年次差はあるものの、

おおむね維持されています。

また、「ブロッコリー」や「えだま
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第２章 現状分析

め」、「ねぎ」など消費者ニーズに的確

に対応し、作付面積が増加した品目も

あります。

（要因等）

「ほうれんそう」や「レタス」か

ら出荷調製作業が軽労な「ブロッコ

リー」への転換、「だいこん」におけ

る収穫作業の重労働や価格低迷が栽

培面積減少の要因となっています。

【果樹】 ※グラフ番号16)

栽培面積は、平成26年の3,020haか

ら令和５年は1,794haと、10年間で1,2

26ha（41%）減少しています。産出額

は、平成26年の106億円から令和５年

は93億円と、10年間で13億円（12％）

減少しています。

（要因等）

「みかん」や「うめ」を中心に生産

者の高齢化に伴う離農や担い手不足が

栽培面積減少の要因となっています。

【生産農業所得】 ※グラフ番号17)

生産農業所得＊は、平成26年の257億

円から令和５年は327億円と、10年間

で70億円（27％）増加しています。

（要因等）

農業経営の法人化、農地集積等によ

る規模拡大や省力・低コスト化、ブラ

ンド品目の「なると金時」、「香酸かん

きつ」、「畜産物」等の輸出等により、

所得の向上につながっています。

79

71

40
30

224

品目別農業産出額（野菜） 15）

令和５年 ４４４億円

にんじん(16.0%)

かんしょ(17.8%)

ブロッコリー(9.0%)
いちご(6.8%)

その他(50.5%)
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②畜 産 ※グラフ番号18)～20)

飼養頭羽数は、肉牛が横ばい、豚が

増加傾向、ブロイラーが減少傾向にあ

ります。一方、阿波尾鶏については26

年連続地鶏出荷羽数日本一を達成して

います。産出額は平成26年から令和５

年までの10年間では、増加傾向で推移

しています。また、県産牛のマレーシ

ア向け輸出量が着実に増加していま

す。

（要因等）

飼養頭羽数は、畜種により傾向が異

なりますが、１戸当たりの飼養頭羽数

の増加や、家畜改良技術に伴う１頭羽

当たりの生産性の向上により、産出額

は増加傾向となっています。

また、食鳥処理施設の機能強化やハ

ラール＊専用食肉施設の整備など、海

外輸出環境の整備が進んでいます。

③林 業 ※グラフ番号21)～22)

県産材生産量は、平成26年度の27.9

万㎥から、令和元年度は42.0万㎥と、

５年間で14.1万㎥（約1.5倍）増加し

ましたが、令和２年度以降は、横ば

いとなっています。 また、林業産出

額も、平成25年以降は100億円を超え、

ほぼ横ばいで推移しています。

（要因等）

県産材生産量は、高性能林業機械＊

の導入や路網整備の推進などの生産

基盤の強化、Ａ級材からＤ級材＊まで

の大規模な流通加工施設の整備等が進

み新たな利用体制の構築が整ったこ

第２章 現状分析
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とから上昇傾向でしたが、令和２年

度以降は、コロナ禍での住宅着工戸

数の減退を受け、鈍化しました。

また、林業産出額は、日本一を誇る

生しいたけの生産額が微減したもの

の、木材生産額が増大していること

から、横ばいで推移しています。

④水産業 ※グラフ番号23)

【海面漁業・海面養殖業生産量・生産額】

海面漁業・海面養殖業生産量は、平

成25年の27,736トンから令和４年は1

8,713トンと、10年間で9,023トン（33

％）減少しています。生産額は、平成

25年の131億円から令和4年は116億円

と、10年間で15億円(11％)減少してい

ます。

（要因等）

減少要因としては、漁業就業者数の

減少に加え、北方系魚種の減少、藻場

＊の衰退、ワカメ・ノリの養殖開始時

期の遅れなど、気候変動の影響も関与

していると考えられます。

【漁労所得＊】 ※グラフ番号24)

漁労所得は、年によって差が大きい

ものの、太平洋南区では、平成25年の

219万円から令和４年は240万円と、10

年間で21万円（10％）増加し、瀬戸内

海区は、平成25年の212万円から令和

４年は317万円と、10年間で105万円（5

0％）増加しています。

（要因等）

増加要因としては、近年、水産物の

平均産地価格が上昇傾向で推移してい

ることなどが挙げられます。

第２章 現状分析
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⑤スマート農業＊
※グラフ番号25)

自動走行トラクタ、農薬散布用ドロ

ーンなど農業におけるスマート化技術

の導入経営体数は、平成29年の10経営

体から令和５年は95経営体と、６年間

で85経営体増加しています。

（要因等）

技術の実用化が進むとともに、研修

会や生産現場での実演会などを通じ

た、スマート化技術に関する知識や理

解の深まり、補助事業の拡充などによ

り、導入が図られています。

３ 流 通 ※グラフ番号26)～27)

①三大都市市場における取扱金

額及びシェア（野菜と果実）

令和５年における、主要市場におけ

る取扱金額は、東京都中央卸売市場は

48.5億円、大阪中央卸売市場は132.2

億円、名古屋市中央卸売市場は34.8億

円となっています。

（要因等）

関西地域や首都圏の消費地におい

て、市場関係者と連携した県産食材フ

ェアの開催等を行っています。

②農林水産物等の輸出動向 ※28)

主な農林水産物等の輸出実績は、平

成26年の約3.9億円から令和５年は約4

1.5億円と、10倍以上となっています。

（要因等）

｢とくしま農林水産物等海外輸出戦

略｣に基づき、アジア・ＥＵを基軸に

輸出拡大に取り組んでいます。アジア

市場へは「なると金時」「コメ」「阿波

尾鶏」「牛肉」、ＥＵ市場へは「香酸か

んきつ」を中心に輸出しています。

99%

80% 78%
74% 71%

58%

38% 36%
32% 30% 30%

40%

17%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

県産の販売金額シェアが高い品目

（R5大阪中央卸売市場）

■第１位 ■第２位 ■第３位

27）
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第２章 現状分析

４ 農山漁村 ※グラフ番号29)～30)

①とくしま農山漁村（ふるさと）

応援し隊＊

「とくしま農山漁村(ふるさと)応援し

隊事業」により、応援を求める「ふる

さと団体」59団体を登録するとともに、

「農山漁村（ふるさと）協働パートナ

ー＊」として85の大学・企業等が県と

協定を結んでおり、「地域イベントの

運営」支援や「集落の景観保全」活動

などを実施しています。農山漁村地域

からの応援要望は増え続け、協働パー

トナーにより累計で434日の活動、5,5

04人の応援があります。

（要因等）

若者を中心に地方への関心が高ま

り、豊かな自然の中でゆとりある生

活を求める「田園回帰」の流れに加

えて、企業等のＳＤＧｓへの理解・機

運の高まりから、応援活動に大いに興

味を持ってもらっており、農作物の収

穫、景観保全、地域イベントの運営な

どについての応援が増加していること

が要因となっています。

②野生鳥獣被害※グラフ番号31)～33

3)

シカやイノシシ、サルなどの野生鳥

獣による農作物被害額は、平成22年度

をピークに減少傾向にあります。令和

元年から５年連続で１億円を下回り、

令和５年度の被害額は、7,764万円に

なりました。しかし、依然として高い

レベルで推移しています。

（要因等）

侵入防止柵の整備や「追い払い」、「環

境管理」など、地域ぐるみによる被害

防止活動の推進に取り組むとともに、

9



市町村や猟友会など関係機関と連携

し、イノシシ、シカ、サルの令和５年

度捕獲数は21,032頭と、10年連続で捕

獲数が２万頭を超えました。

また、新規狩猟免許取得者を育成・

確保することにより、長期・安定的な

狩猟者の確保に努めています。

③とくしま農林漁家民宿＊

※グラフ番号34)～35)

とくしま農林漁家民宿の軒数は、平

成26年の33軒から令和５年は67軒に増

加しています。これに合わせて利用者

数も、平成26年の2,099人から令和５

年は5,998人に増加しています。

（要因等）

とくしま農林漁家民宿における体験

メニューの充実や宿泊客の対応力の向

上、開業支援により、受入体制を整備

したことで、都市と農山漁村の交流の

促進につながっています。

５ 生産基盤

①耕地面積＊
※グラフ番号36)

耕地面積は、平成25年の30,600haか

ら令和４年は27,800haと、10年間で2,

800ha（９％）減少しています。

一方、５ha以上を耕作する農家戸数

は、平成27年の219戸から令和２年の2

62戸と、５年間で1.2倍に増加し、大

規模化が進んでいます。

（要因等）

農業従事者の減少や高齢化の進行に

伴い、荒廃農地や宅地化等のかい廃が

増加している一方で、高齢化により耕

作ができなくなった農地等を積極的

に、地域の担い手が集積する事例が増

加しています。

308 306 304 301 295 293 290 288 285 285 278

219戸

262戸

200

220

240

260

280

300

0

50

100

150

200

250

300

350

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

耕地面積 36）

耕地面積 5ha以上の農家戸数

（百ha）
（戸）
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②農業基盤の整備面積※グラフ番号37)

ほ場の整備面積は、平成25年の6,73

2haから令和4年は7,146haと、10年間

で414ha（６％）増加し、農業生産性

の向上や１経営体当たりの経営耕地面

積の増加が図られています。

（要因等）

ほ場整備＊や農業用水のパイプライ

ン化などの計画的な実施により、生産

基盤の整備が進んでいます。

③林内路網延長 ※グラフ番号38)

林道の開設延長は、平成26年の1,79

5kmから令和５年までに1,872kmと、10

年間で77km延伸し、森林施業や木材等

の効率的な輸送に繋がっています。

また、「林道」に加え「林業専用道」

や「森林作業道」の整備に伴い、林内

路網密度も年々増加しており、路網整

備と高性能林業機械を組み合わせた作

業システム導入による効率的な森林整

備と木材生産を可能にしています。

（要因等）

利用期を迎えた人工林の伐採と再生

を推進するため、それぞれの役割に応

じて合理的に路網を配置し、生産性を

高めるための路網ネットワークの整備

が進んでいます。

※出典は次ページにまとめて掲載しています（グラフタイトル右の番号順）。

第２章 現状分析

11



第２章 現状分析

【出典一覧】

１）農林水産省「農林業センサス」 ２５）県調査

２）農林水産省「農林業センサス」 ２６）中央卸売市場「市場年報」

３）県調査 （東京都、大阪府、大阪市、名古屋市）

４）県調査 ２７）大阪市中央卸売市場、

５）農林水産省「畜産統計調査」 大阪府中央卸売市場「市場年報」

６）農林水産省「畜産統計調査」 ２８）県調査

農林水産省「食鳥流通統計」、県調査 ２９）県調査

７）総務省「国勢調査」 ３０）県調査

８）県調査 ３１）県調査

９）農林水産省「漁業センサス」 ３２）県調査

１０）県調査 ３３）県調査

１１）農林水産省「生産農業所得統計」 ３４）県調査

農林水産省「漁業生産額」 ３５）観光庁「宿泊旅行統計調査」

１２）農林水産省「作物統計」 ３６）農林水産省「作物統計調査」

農林水産省「生産農業所得統計」 農林水産省「農林業センサス」

１３）農林水産省「新規需要米の認定面積」 ３７）農林水産省「農業経営統計調査」

１４）農林水産省「野菜生産出荷統計」 県調査

「作物統計」「地域特産野菜生産状況」 ３８）県調査

農林水産省「生産農業所得統計」

１５）農林水産省「生産農業所得統計」

１６）農林水産省「果樹生産出荷統計」

農林水産省「生産農業所得統計」

農林水産省「生産林業所得統計」

１７）農林水産省「生産農業所得統計」

１８）農林水産省「畜産統計調査」

１９）農林水産省「生産農業所得統計」

２０）県調査

２１）農林水産省「木材統計調査」

農林水産省「生産林業所得統計」

２２）県調査

２３）農林水産省「漁業・養殖業生産統計年報」

農林水産省「漁業生産額」

２４）農林水産省「漁業経営調査」
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第３章 基本戦略

戦略Ⅰ「はたらく力」の強化
１ 担い手の育成

（１）農業・畜産業における取組

１）農業・畜産業の担い手の育成

目指すべき将来の姿

経営感覚に優れた意欲ある担い手により、効率的かつ安定的な農業が営まれるととも

に、農山村地域において若者や女性農業者が活躍し、活気が満ち溢れています。

現状・課題

未来を担う農業人材を育成するためには、時代が求める「充実した研修制度」の創設

やその実践が不可欠です。

農業経営体の経営安定における社会的信用の向上により、事業の規模拡大・多角化や

雇用の拡大を図るため、農業の経営発展や法人化に向けた支援を行う必要があります。

高齢化や担い手不足が進む農山村地域において、地域の未来のリーダーとなる農業青

年や女性農業者等、多様な担い手の育成を行う必要があります。

主な取組

○ 農業等のプロフェッショナル人材を養成するため、｢とくしま農林水産チャレンジ

センター ＊｣において、「ＤＸ ＊」「ＧＸ ＊」や「法人化」、「外国人材の活用」等の技術

・経営両面の「リスキリング ＊研修」など、時代に適合したカリキュラムを実施しま

す。

○ 農業経営体の規模拡大や多角化等を図るため、「徳島県農業経営・就農支援センタ

ー ＊」において、専門家派遣による「経営資源の最適化」や「法人化への誘導」など、

経営の展開・発展に向けた提案に加え、国や県単独の事業を活用した「機械・施設の

整備」を促進します。

○ 次世代農業リーダーを育成するため、農業青年クラブや女性農業者ネットワークの

構築などを通じて、スキルアップ講座の実施や若者や女性ならではの視点を活かした

新たなビジネスプランへのチャレンジを支援します。

工程表

具体的な取組 Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ１０ Ｒ１１

人材育成拠点の運営

徳島県農業経営・就農支援セン

ターによるワンストップ支援

徳島県農業青年クラブ連絡協議

会 ＊及び次世代女性農業者ネッ

トワーク＊の支援

ニーズを捉えたカリキュラムの導入・拡大

関係機関と連携した伴走支援

ネットワークの構築支援・スキルアップ講座の実施

アグリチャレンジコース

(施設園芸スマート技術講座 )

徳島かんきつアカデミー＊

（栽培管理実習）

第３章 基本戦略
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第３章 基本戦略

１ 担い手の育成

（１）農業・畜産業における取組

２）新規就農者への支援

目指すべき将来の姿

少子高齢化や人口減少が進む中であっても、技術革新による生産性向上等により農業

がもうかる成長産業として認識され、新たに就農を希望する方や未来を支える担い手が

増加しています。

現状・課題

新たに農業に取り組む方には、早期に地域の担い手として活躍していただくため、安

心して生産活動に打ち込める「経済的な支援」や、スムーズな就農に向けた「実践研修」

を実施することが必要です。

本県中山間地域の農業を支えてきた、貯蔵みかん、すだち等のかんきつ栽培の担い手

が高齢化等により減少する中、かんきつ栽培を学びたい方へ技術指導を行う本県独自の

仕組を構築する必要があります。

少子化や職業の多様化が進む中、職業として農業を選択する若者を増やすため、大学

や高校等と連携し、学生が農業に触れる機会を増やしていく必要があります。

中山間地域における担い手育成・確保は、まさに「待ったなし」の状況であり、県の

みならず、市町村、ＪＡ、地元企業等の関係機関とともに総力を挙げた取組を行う必要

があります。

主な取組

○ 新規就農者が早期に安定的な経営を確立するため、就農準備や経営開始を強力に支

援する給付金を交付するとともに、就農後の経営発展のため、機械・施設等の導入を

支援します。また、地域の農業発展の即戦力となる県内外の「キャリア人材 ＊」等に

対し、農業法人等での実践研修による農業技術・経営の習得を支援します。

○ 次代を担うかんきつ農家を育成するため、「徳島かんきつアカデミー」において、

本県の特産物である貯蔵みかん、すだちをはじめとする、かんきつの栽培管理技術を

学ぶことができる講座を実施します。

○ 若者における本県での就農意欲の醸成を促進するため、徳島大学生物資源産業学部

をはじめとする県内外の大学・高校の学生等を対象に、農業や食品関連産業等の現場

へのインターンシップを支援します。

○ 「収益性」「産地への波及効果」「市場への訴求性」の観点から、早期の課題解決

に繋げるため、「とくしま農業振興プロジェクト ＊」を立ち上げ、関係機関とともに、

地域資源を活かしたビジネスモデルの構築や移住就農の推進等、産地ぐるみの人材育

成・確保策を支援します。

工程表

具体的な取組 Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ１０ Ｒ１１

新規就農者の挑戦を後押しする

支援制度の活用促進

｢徳島かんきつアカデミー｣にお

ける次代のかんきつ農家の育成

大学生・高校生の就農意欲の

醸成

にし阿波いちごタウン＊構想

にし阿波山のチキンファーム＊構想

県南きゅうりタウン ＊

海部型移住就農システム ＊の推進

就農準備や経営開始に向けた支援・実践訓練

アカデミー講座内容の充実・拡充

インターンシップ事業の実施

体制構築・推進
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１ 担い手の育成

（２）林業における取組

１）林業事業体等の育成

目指すべき将来の姿

豊かな森林資源を背景に、林業事業体が健全に発展するとともに、新たな「事業体」

の起業や他産業からの参入が進んでいます。

現状・課題

少子高齢化による生産年齢人口の減少が加速し、労働力及び後継者不足への対策が喫

緊の課題となる中、新たな担い手の受け皿となる事業体の重要度は増しており、起業や

他産業からの参入に向け、きめ細やかに対応できる支援体制の確立が求められています。

また、事業体の体質強化、経営力強化を図ることを目的とした既就業者の技術力向上

など、リカレント教育の充実も求められています。

主な取組

○ 新たな事業体の育成や、既存事業体の体質強化を支援するため、起業や他産業から

の参入者に向けた情報提供を行うほか、事業体運営に係る課題の解決に対応するサポ

ート体制を構築します。

○ 林業のプロフェッショナル人材を育成するため、就業者の習熟度に応じた「国内外

研修」や「安全技能研修」など、時代に適合したカリキュラムの導入によるスキルア

ップ研修を実施します。

工程表

具体的な取組 Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ１０ Ｒ１１

事業体の育成・体質強化

「プロフェッショナル人材」の

育成

相談体制の強化

新たな技術の習得・技術継承の体制強化

経営改善相談窓口の設置

フォレストチャレンジコース

(プロフェッショナル人材の育成)

林業経営次世代リーダーの育成研修

第３章 基本戦略
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第３章 基本戦略

１ 担い手の育成

（２）林業における取組

２）新規就業者への支援

目指すべき将来の姿

林業・木材関連産業においては、木材生産や植林等が活発になり、林業従事者が活き

活きと働く「魅力ある職業」となっています。

現状・課題

木材生産や植林等の拡大に伴い、林業従事者が不足しており、県内外からの就業によ

る新たな担い手の育成・確保が必要です。

移住等の費用負担が特に大きい県外からの研修生に対して支援が求められています。

新たな従事者の確保に向け、就業者のライフスタイルに配慮した柔軟な働き方の導入

が求められています。

また、就業間もない従事者の離職防止に向け、悩みの相談や労働環境の改善など、定

着に繋がる取組が求められています。

主な取組

○ 林業における即戦力となる人材を確保するため、引き続き「とくしま林業アカデミ

ー ＊」などによる新規就業者の育成を支援します。

○ アカデミー研修生の更なる確保を図るため、研修生が安心して研修を受講できるよ

う、県外からのオープンキャンパス参加や受験、移住を伴う研修生に対して研修期間

中の家賃等の一部を支援します。

○ 林業を行いながら別の仕事も行う複合型ライフスタイルである｢半林半X(エック

ス)｣の導入・定着を図ります。

○ 新規就業者の定着率向上を図るため、職場環境のアンケート調査や相談員によるサ

ポートなど、働きやすい職場づくりに向けた取組を行います。

工程表

具体的な取組 Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ１０ Ｒ１１

新規就業者の育成支援

新規就業者の確保対策

｢半林半X｣の導入･定着の実現

新規就業者の定着率向上支援

とくしま林業アカデミーの運営支援

ＵＩＪターン者への支援の実施

導入に向けた情報収集

相談体制の確立、支援の実施

説明会等開催 導入･定着の実現

とくしま林業アカデミー（伐木研修）
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第３章 基本戦略

１ 担い手の育成

（３）水産業における取組

１）次代を担う中核的漁業者の育成

目指すべき将来の姿

経営能力に優れた意欲ある担い手により、持続可能な漁業経営が行われ、漁村地域

が活気に満ちています。

現状・課題

持続可能な漁業の実現に向けては、「新規就業者」から「ベテラン漁業者」に至る就

業段階に応じた「リカレント教育」を実施し、浜のリーダーとなる漁業人材を育成する

必要があります。

主な取組

○ 次代を担う漁業人材を育成するため、若手、中堅、ベテランの漁業者など、漁業に

携わる段階別に効果的なリカレント教育を実施し、切れ目なく学び直しの機会を創出

します。

○ 資源管理や漁場環境の改善等に取り組む漁業者の経営安定化を図るため、水産関

係団体と連携し、好不漁による収入の不安定さを軽減する「漁業共済制度」や燃油

高騰等によるコスト増を緩和する「漁業経営セーフティネット制度」への加入を促

進します。

工程表

具体的な取組 Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ１０ Ｒ１１

次代を担う漁業人材の育成

漁業経営安定化対策の推進

水産業リカレント教育の実施

水産関係団体と連携した共済制度等への加入促進

マリンチャレンジコース

（漁業者へのリカレント教育）
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第３章 基本戦略

１ 担い手の育成

（３）水産業における取組

２）新規漁業就業者の育成・確保

目指すべき将来の姿

漁業就業者が安定的に確保され、漁村地域が活気に満ちあふれています。

現状・課題

漁業者の減少や高齢化が進行していることから、若い漁業者を増やし、年齢バラン

スのとれた漁業就業構造を確立する必要があります。

漁業に興味のある者が安心して就業できるよう、就業から定着までの一貫したサポ

ート体制の構築が求められています。

漁業の担い手を安定的に確保するには、経営リスクが高い独立して間もない漁業者の

経営自立を支援する必要があります。

主な取組

○ 全国の意欲ある漁業就業希望者を本県に呼び込むため、「とくしま漁業就業マッチ

ングセンター ＊」を活用した本県漁業の魅力発信に取り組むとともに、実際に漁業を

体験できる「とくしま漁業アカデミー ＊」オープンキャンパスを開催します。

○ 即戦力となる漁業人材を養成するため、「とくしま漁業アカデミー」の運営を支援

するとともに、国の給付金制度の対象外となる「漁家子弟」の「とくしま漁業アカ

デミー」研修生を対象に、本県独自の支援制度を活用し、給付金を交付します。

○ 新規就業者の早期の経営安定化を図るため、「とくしま漁業アカデミー」の卒業生

や就業間もない青年漁業者に対して、漁船・漁具の購入等に要する経費の支援を行

います。

○ 就業希望者の受入態勢の充実を図るため、新規就業者の「受け皿」として大きな

役割が期待できる協業体や法人の設立を推進します。

工程表

具体的な取組 Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ１０ Ｒ１１

意欲ある漁業就業希望者の呼び

込み

即戦力となる漁業人材の養成

とくしま漁業アカデミー研修生

に対する支援

とくしま漁業アカデミー卒業生

に対する支援

就業希望者の受入態勢の充実

情報発信、オープンキャンパス開催

とくしま漁業アカデミーの運営支援

研修期間中の生活資金の給付

早期の経営自立を促す支援事業の実施

協業体・法人の設立推進

18



第３章 基本戦略

２ 多様な働き手の確保

（１）農林水産業における多様な働き手の育成・確保

１）福祉分野等との連携や外国人材・副業希望者の活用

目指すべき将来の姿

農林水産業者の経営発展に、必要な労働力として、一般雇用をはじめ、障がい者や外

国人材、アクティブシニア ＊等の「多様な働き手」を安定的に確保できる仕組や環境が

整っています。

現状・課題

労働力確保等の「農業・農村が抱える課題」と、障がい者の働き先確保等の「福祉が

抱える課題」の解決に向けた「農福連携＊等」を進めていく必要があります。

「特定技能２号 ＊」をはじめとした専門的知識を持った外国人材が、賃金の高い都市

部へ転職することで、本県の農林水産業者の経営を支える優秀な外国人材が確保しづら

い状況にあります。

農業等の従事者が減少している一方で、65歳以上の人口は増加しており、「アクティ

ブシニア」を新たな「働き手」として誘導することが求められています。

農林水産分野の労働力不足と、副業希望者などの「スキマ時間」の活用を、他の産業

に先んじて結びつけ、新たな労働力の確保を推進する必要があります。

主な取組

○ 「農福連携等」の推進のため、「障がい特性」を学ぶ研修会や現地見学会を開催し、

生産者の農福連携等への理解を深めるとともに、福祉事業所職員への技術指導、障が

い者等が利用する福祉事業所（障がい者就労支援施設）と農林水産業者とのマッチン

グに取り組みます。

○ 農林水産業における生産力の向上や生産規模の拡大を図り、所得向上に繋げるため、

外国人材の在留資格のステップアップを図るとともに、外国人材の持つ能力を最大限

発揮させる「外国人材育成・定着モデル」を構築・横展開に取り組みます。

○ 地域の潜在的な「マンパワー」である「アクティブシニア」を就農に結びつけるた

め、生産者やアクティブシニアを対象とした総合相談窓口の設置や、マッチングに向

けた現地農業体験会の開催等により、アクティブシニアの円滑な農業等参入に取り組

みます。

○ 短時間であっても農業従事が可能な人材を就農に結びつけるため、「バイトアプリ」

等を活用することにより、「スキマ時間」を活用したい会社員や主婦などの「働き手」

と人材確保を考えている生産者とのマッチングの推進に取り組みます。

○ 林業分野における労働力を確保するため、繁忙期の異なる農業や、年間を通じて安

定した雇用を求める建設業等の他産業とのマッチング支援等を行います。

工程表

具体的な取組 Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ１０ Ｒ１１

農福連携等の推進

外国人材の育成・定着

アクティブシニアの活躍推進

「スキマ時間」を活用した働き

手の活用促進

他産業（農業・建設業等）から

の働き手確保支援

見学会の開催・マッチング支援

モデル作成・横展開研修

総合窓口の設置・体験会・雇用の支援

研修会・事例発表会等の開催

相談窓口設置・研修会

相談窓口設置・マッチング支援
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２ 多様な働き手の確保

（１）農林水産業における多様な働き手の育成・確保

２）農業支援サービス事業体の育成支援

目指すべき将来の姿

農業現場の課題に対応しつつ、多様な経営体に対し専門的に経営・技術等をサポート

する「農業支援サービス事業体 ＊」が多様な働き手として、地域の農業を支えています。

現状・課題

高齢化等による担い手不足や、農作物の収量・品質の低下により、食料の安定供給の

確保が困難となる中、作付や収穫などの作業受託等を行うことで、効率的・効果的な農

業経営へ農業者を誘導する農業支援サービス事業体の更なる育成が必要です。

労働力不足等の課題を抱える農業者を支援するためには、農業支援サービス事業体が

作業受託に必要なスマート農機 ＊等の導入や、サービス提供に必要な人材育成について

支援することが必要です。

主な取組

○ 県内産地へ農業支援サービスを普及していくため、委託者である農業者から把握し

たニーズをサービス向上に繋げ、情報発信を行うことで、サービスの利用拡大を図り

ます。

○ 農業支援サービスの省力化・効率化を図るため、作業受託に必要なスマート農業用

機械等の導入について、国事業や県単独事業を活用した支援に取り組むとともに、サ

ービス事業を担う人材の育成に向けて、人材研修や事業体の経営相談等を支援します。

工程表

具体的な取組 Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ１０ Ｒ１１

農業支援サービス事業体の育成

支援
支援体制の構築・課題整理 支援・人材育成・情報の発信

農業支援サービス事業体の利用拡大

第３章 基本戦略
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〈戦略Ⅰ「はたらく力」の強化に関する指標〉

行動目標 単位

農業法人数（累計） 戸 326 355

農林水産業新規就業者数（累計） 戸 213 1,620

新規就業者数＜農業＞（累計） 戸 156 1,200

新規就業者数＜林業＞（累計） 人 46 240

新規就業者数＜漁業＞（累計） 人 11 180

水産業リカレント教育修了者数（累計） 人 319 730

農林水産業に従事する外国人就業者数 人 753 1,150

「農福連携等」マッチング数（累計） 件 3 18

農業支援サービス事業体数 経営体 43 60

基準値(R5) 目標値(R11)

とくしま林業アカデミー

（労働安全実技研修）

とくしま漁業アカデミー

（漁業実習）

第３章 基本戦略
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戦略Ⅱ「つくる力」の強化
１ ＤＸによる省力化など技術的ニーズや地域特性に応じた生産の振興

（１）農業・畜産業における取組

１）農業における収益性の高い産地の育成

目指すべき将来の姿

本県の食料供給力が維持・強化されるとともに、農業が地域経済を支える基幹産

業として発展しています。

現状・課題

農業所得は他産業の所得と比較して低く、農業生産資材価格の高騰・高止まりも相

まって、離農に歯止めがかからず、大半の品目において、中長期的に作付面積が減少

傾向にあります。

こうした状況を覆し、食料の供給力を維持・発展させるためには、農業の収益性を

向上させることで、魅力的な産地を形成していく必要があります。

主な取組

○ 近年、酷暑による品質低下に対応しつつ、生産力を高めるため、高温耐性や収量性

が優れる品種の選定及び導入促進に取り組みます。

○ 需要に応じた米生産を推進しつつ、主食用米との作期分散による経営の効率化を図

るため、飼料用米＊や稲ＷＣＳ等の新規需要米＊の作付けの推進に取り組みます。

○ 各産地が抱える課題に重点的に対応するため、本県を代表する園芸品目の産地が直

面している課題を明確化し、その課題解決に繋がる技術を開発、実証、普及する「と

くしま農業振興プロジェクト」に県下一丸となって取り組みます。

○ 新規参入や規模拡大を促すため、品目ごとの農作業体系だけでなく、必要となる労

働力や想定される所得水準を明記した経営モデルの確立に取り組みます。

○ 労働生産性が高く、安定生産が可能となる施設園芸の拠点を創出するため、農業者

団体や企業参入による大規模施設園芸ハウスや植物工場の整備を推進します。

○ 野菜については、長年課題となっている「れんこん腐敗病 ＊」に対する有効性が実

証された「太陽熱消毒 ＊」の普及、全国的な需要の高まりを受けて生産が拡大してい

る「ブロッコリー」のスマート技術を活用した規模拡大等を推進します。

○ 果樹については、山間地から平坦地への改植、スマート技術の導入による管理作業

の負担軽減、輸出先国が求める規制に対応した産地の育成等を推進します。

○ 花きについては、環境制御装置 ＊を活用した栽培環境の最適化や燃料の使用量削減

に向けた内張カーテンの多層化や適正な温度管理等の取組を推進します。

○ すくも ＊用のタデ藍については、生産量を維持するため、収穫機の導入による作業

の省力化や農福連携による障がい者就労支援施設における生産拡大を推進します。

○ 阿波畜産ブランド「阿波尾鶏 ＊」のブランド力を強化するため、品質向上や生産体

制の効率化による安定供給に取り組みます。

工程表

具体的な取組 Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ１０ Ｒ１１

施設園芸の団地化・高度化推進

園芸産地の収益性向上

阿波尾鶏のブランド力の強化

経営モデルの確立 経営モデルの横展開

ニーズ調査・施設園芸団地の整備

品質向上・生産効率化のための整備支援

第３章 基本戦略
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第３章 基本戦略

１ ＤＸによる省力化など技術的ニーズや地域特性に応じた生産の振興

（１）農業・畜産業における取組

２）デジタル技術 ＊やスマート機器を活用した農業の推進

目指すべき将来の姿

農業者や農業支援サービス事業者が、ＡＩ ＊やＩｏＴ ＊、クラウド ＊等のデジタル技術

を活用し、生産物の多収・高品質化や、作業の効率化・省力化を実現し、収益性が高く、

将来にわたり持続可能な経営を行っています。

スマート農業の導入や生産基盤の整備等により、本県の食料供給力が維持・強化され

るとともに、農林水産業が地域経済を支える基幹産業として発展しています。

現状・課題

食料安全保障の強化に向けた増産が求められる中、気候変動や温暖化等により農産物

の収量や品質の低下が懸念されています。更には人口減少や高齢化による担い手不足が

進行する中、作業の効率化や負担軽減が求められています。

主な取組

○ 作業の効率化・省力化や収益性向上を実現するため、本県農業に適したスマート技

術の開発・実装を推進します。

○ 本県でのスマート技術の普及を加速化するため、スマート農機の導入を支援します。

○ 担い手不足の解消に繋げるため、スマート技術を活用した農業支援サービス事業体

を育成します。

工程表

具体的な取組 Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ１０ Ｒ１１

新たな技術開発と現場実証

スマート機器 ＊の導入支援と

人材育成

技術開発・展示ほ設置

支援体制の構築 関係機関と連携した支援・育成

遠隔操作型給水ゲート農薬散布ドローン
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第３章 基本戦略

１ ＤＸによる省力化など技術的ニーズや地域特性に応じた生産の振興

（１）農業・畜産業における取組

３）地域計画を踏まえた農地利用の推進

目指すべき将来の姿

地域計画に基づく、担い手農家への農地集積・集約や、多様な経営体の営農・集落活

動により、地域の実情に応じた持続的な農地利用が行われています。

現状・課題

農業者の高齢化、減少に伴い、荒廃農地 ＊の増加など農地が適切に利用されなくなる

ことが懸念されています。このため、目指すべき将来の農地利用のあり方を明確化した

「地域計画 ＊」を、地域農業者と関係機関が協力し、着実に実現することが求められて

います。

主な取組

○ 地域計画の実現のため、県、市町村、農地中間管理機構 ＊等関係機関による協力組

織を構築し、地域の特性に応じた課題解決に取り組みます。

○ 地域計画に基づく農地利用の実現のため、農地中間管理機構と連携し、担い手等へ

の農地の集積・集約に取り組みます。

行程表

具体的な取組 Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ１０ Ｒ１１

協力組織の構築・課題解決支援

農地中間管理機構による

農地集積・集約

協力組織の構築

農地中間管理機構の利用促進

地域の特性に応じた課題解決 農地集積による効率的な利用

協力組織による課題解決
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第３章 基本戦略

１ ＤＸによる省力化など技術的ニーズや地域特性に応じた生産の振興

（１）農業・畜産業における取組

４）スマート農業対応型基盤整備の推進

目指すべき将来の姿

用水路の遠隔監視や給水施設の遠隔操作等により、適時適量の農業用水を供給するこ

とで、営農労力やインフラ管理が省力化・高度化された生産活動が展開されています。

現状・課題

「農地中間管理機構」と連携し、担い手への農地集積・集約化が図られるよう、ほ場

の整備や農業用水のパイプライン化など地域の実情に応じたきめ細やかな生産基盤の実

施が必要です。

とりわけ、吉野川北岸の上中流地域においては、水使いの集中などで昼間の用水不足

が発生し隔日給水を余儀なくされるなど、農業用水の安定供給が急務となっています。

主な取組

○ 営農労力やインフラ管理を省力化・高度化するため、農地中間管理機構と連携した

ほ場整備を計画的に実施します。

○ 農業用水の安定供給のため、国営事業により、有効活用できていない夜間の水を貯

留可能となるよう、調整池容量の拡張を促進します。

工程表

具体的な取組 Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ１０ Ｒ１１

営農労力やインフラ管理の

省力化・高度化

農業用水の安定供給
国営かんがい排水事業による調整池の拡張促進

農地中間管理機構と連携したほ場整備の推進

ほ場整備（長生中央地区 阿南市） 農業用水の安定供給(調整池の拡張)
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１ ＤＸによる省力化など技術的ニーズや地域特性に応じた生産の振興

（２）林業における取組

１）森林クラウドシステムの構築

目指すべき将来の姿

県・市町村・林業事業体それぞれが保有する森林情報が一元化され、いつでも即座に

最新のデジタル情報を利用することが可能となっています。

また同時に、施業履歴 ＊・行政資料の閲覧や、各種届出等の電子申請が可能となるこ

とで、事務や業務計画の効率化が進み、適切な森林管理と更なる生産効率の向上が実現

しています。

現状・課題

木材需要の高まりにより主伐が拡大する中、林業適地においても費用負担が大きいこ

とから伐採後の再造林＊が行われない状況が発生しており、林業ＤＸ ＊によるコスト縮減

が急務となっています。

また、林業労働力不足が懸念される中、先端技術の導入・活用による生産性・安全性

の向上が求められています。

主な取組

○ 高精度な森林情報の利活用を図るため、航空レーザ測量 ＊データの解析を進めると

ともに、多岐にわたる森林関連情報をデジタルデータ化し、随時、集約を行います。

○ 有益な森林情報を共有・利活用する「森林クラウドシステム ＊」を構築することに

より、いつでも即座に最新情報の把握が可能な環境を創出し、行政事務や事業計画の

省力・効率化を図り、コスト縮減へ繋げます。

○ 「森林クラウドシステム」の効率的で適切な運用を目指し、市町村・林業事業体等

に対し、情報管理やセキュリティも含めたデジタル研修の実施や、システムの運用に

必要となるドローン等関連機器を整備することにより、効果的で継続性を持ったシス

テムの運用を支援します。

工程表

具体的な取組 Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ１０ Ｒ１１

航空レーザ測量データの

解析と森林情報の集約

森林クラウドシステムの

構築と運用

森林クラウドシステムの

運用支援

測量データ解析と情報の集約 情報の集約

システムの構築 システムの運用

市町村・事業体等職員のデジタル研修の実施

ドローン等

関連機器の整備
ドローン等関連機器の活用推進

航空レーザ測量データの解析

（赤色立体図）

森林クラウドの構築と運用

（森林情報管理･利活用協議会）

第３章 基本戦略
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１ ＤＸによる省力化など技術的ニーズや地域特性に応じた生産の振興

（２）林業における取組

２）基盤整備による増産体制の強化

目指すべき将来の姿

林業に適した森林において、伐採後の確実な再造林による森林の循環利用が実現され、

地域を支える産業として林業が持続的かつ健全に発展しています。

現状・課題

増産に向けた計画的な木材生産を実現するため、林道・作業道の整備の推進や、主伐

にも対応した生産性の高い林業機械の導入が求められています。

主な取組

○ 主伐 ＊が中心となる木材生産を踏まえ、林道と作業道を適切に組み合わせた路網整

備 ＊を推進します。

○ 主伐に対応した先進的な林業機械の導入など、増産に向けた基盤整備を支援します。

工程表

具体的な取組 Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ１０ Ｒ１１

林道整備の推進

林内路網＊の整備推進

先進的な林業機械の導入支援

最適な路網配置の検討 検討結果に基づく路網整備の実施

導入に向けた事業体の体質強化 主伐型林業機械の実装

林道開設・改良工事等の実施

林内路網の整備林道整備の推進

第３章 基本戦略

27



第３章 基本戦略

１ ＤＸによる省力化など技術的ニーズや地域特性に応じた生産の振興

（２）林業における取組

３）スマート技術を活用した施業の効率化

目指すべき将来の姿

森林資源の循環利用による適切な森林管理が進むとともに、生産効率の向上による収

益性の高い林業経営と労働者の安全・健康の確保が実現しています。

現状・課題

木材需要の高まりにより主伐が拡大する中、林業適地においても伐採後の再造林が行

われない状況が発生しており、施業の効率化によるコスト縮減が急務となっています。

また、林業労働力不足が懸念される中、先端技術の導入・活用による生産性・安全性

の向上が求められています。

主な取組

○ ＩＣＴ等を活用した生産性の高い新たな作業システムの構築により、施業の効率化

を進めます。

○ 林業機械の自動化・遠隔操作化など、先端技術の活用による安全な労働環境の整備

を図ります。

工程表

具体的な取組 Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ１０ Ｒ１１

新たな作業システムによる施業

の効率化の研究・構築

安全な労働環境の整備

新たな作業システムの研究 ・ 実装

先端技術の実証、導入・活用

新たな作業システムの構築

（ケーブルグラップル）

高性能林業機械の導入
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第３章 基本戦略

１ ＤＸによる省力化など技術的ニーズや地域特性に応じた生産の振興

（２）林業における取組

４）低コスト再造林の推進

目指すべき将来の姿

木材生産に適した森林において、伐採後の確実な再造林の実現による森林の循環利用

が図られており、地域を支える産業として林業が持続的かつ健全に発展しています。

現状・課題

木材需要の高まりにより主伐が拡大する中、林業適地においても伐採後の再造林が行

われない状況が発生しており、林業ＤＸによるコスト縮減が求められています。

また、森林サイクルの確立による林業の持続性確保と花粉症発生源対策への対応が求

められており、利用期を迎えた人工林を「伐採」し、「エリートツリー ＊」等の植栽に

よる「再生」を推し進める必要があります。

主な取組

○ 伐採から植栽までを一体的に行う一貫作業システムや低密度植栽などの推進によ

り、再造林コストの低減を図ります。

○ 伐採後は、花粉が少なく成長が早い「エリートツリー」の植栽を進め、速やかな森

林再生を進めます。

工程表

具体的な取組 Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ１０ Ｒ１１

一貫作業システムの導入推進

苗木生産体制の拡充

普及・啓発 実装

エリートツリーの植栽拡大
増産に向けた

生産体制整備

エリートツリーの苗木生産 森林再生の推進
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第３章 基本戦略

１ ＤＸによる省力化など技術的ニーズや地域特性に応じた生産の振興

（３）水産業における取組

１）資源管理に基づく漁業の推進

目指すべき将来の姿

国が主導する「漁獲可能量（ＴＡＣ）＊による管理」と「漁業者による自主的な管理」

を両輪とした資源管理の取組により、水産資源の増大が図られています。

現状・課題

海水温の上昇をはじめとする環境変化により水産資源が減少する中、資源管理の取組

推進による水産資源の回復が求められています。

主な取組

○ 資源回復のため、「漁獲可能量（ＴＡＣ）」による資源管理の取組が確実に実施さ

れるよう、漁獲情報の収集・解析を行います。

○ 「操業期間の短縮」、「小型魚の再放流」等の漁業者による自主的な資源管理の取

組を促進するため、漁業者間における資源管理協定の締結や協定の履行に必要な情報

収集等を支援します。

工程表

具体的な取組 Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ１０ Ｒ１１

漁業者間の協定に基づいて実施

する自主的な資源管理の取組
推進

小型魚（ハモ）の再放流 イセエビの重量選別
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第３章 基本戦略

１ ＤＸによる省力化など技術的ニーズや地域特性に応じた生産の振興

（３）水産業における取組

２）養殖業等の推進

目指すべき将来の姿

海水温の上昇や貧栄養化などの「海洋環境の変化」に対応した生産技術や新品種の

開発が行われるとともに、輸出拡大や消費者ニーズを捉えた新たな養殖品種の現場導

入が進み、水産業が地域経済を支える主要な産業として発展しています。

現状・課題

漁船漁業（獲る漁業）は、「水産資源の減少」や「藻場の衰退」等により生産量が減

少し、養殖業は海洋環境の変化による生産不振、飼料価格の高騰などに伴う経営悪化

に直面しています。

主な取組

○ 県内の山間部において養殖される川魚の「アメゴ」を、「サーモン」の一種である

「サツキマス」へと育成する「阿波さつき ＊」の安定生産体制を確立するため、民間

企業と連携した養殖試験を実施します。

○ 気候変動による高水温化に対応するため、高い水温下でも生育良好な「高水温耐

性わかめ」の現場導入を進めるとともに、優良な新品種の作出に取り組みます。ま

た、高水温化により冬期の活動が活発化している「アイゴ」や「クロダイ」などの

藻食魚類 ＊による食害対策や未利用魚 ＊の有効活用に向けた取組を実施します。

○ 水産資源の維持増大を図るため、現場ニーズや資源水準などを踏まえた水産種苗

の生産・放流に取り組みます。

○ 漁場環境の保全及び漁業被害の防止・軽減を図るため、漁場環境の監視、赤潮 ＊・

貝毒＊や油濁に関する情報の収集及び指導を行います。

○ 内水面漁業 ＊の振興を図るため、漁協等が実施するカワウ ＊による食害防止対策を

支援します。

工程表

具体的な取組 Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ１０ Ｒ１１

サーモン養殖体制の確立

鳴門わかめ新品種の導入推進

水産資源の維持・増大

カワウによる食害防止対策の

推進

導入推進

水産種苗生産・放流

カワウ対策推進事業の実施

安定生産体制の確立 生産量の増大

漁場環境の監視（プランクトン調査）種苗（クルマエビ）の放流
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第３章 基本戦略

１ ＤＸによる省力化など技術的ニーズや地域特性に応じた生産の振興

（３）水産業における取組

３）藻場の再生

目指すべき将来の姿

水生生物の生活の場である藻場の再生により、「アワビ」「イセエビ」等の磯根資源 ＊

をはじめとした水産資源の生物量が増加し、持続的な漁業が営まれています。

現状・課題

沿岸域の高水温化や低栄養塩化、海藻を食べるウニやアイゴ等の食害の増加等に伴い

本県海域において藻場が消失する「磯焼け＊」が深刻化しています。

藻場は、多くの水生生物の生活を支え、産卵や幼稚仔魚に成育の場を提供する以外に

も、炭酸ガス（ブルーカーボン *）を吸収するなどの多面的機能を有することから、藻
場の再生は、喫緊の課題です。

主な取組

○ 地先における藻場を維持・再生するため、国の事業等を活用し、漁業者が地域住民

等と協力して行う海藻の種苗投入や食害生物の駆除等の取組を支援します。

○ 水域の特性に応じて効率的に藻場を拡大させるため、岩礁性の藻場造成 ＊を推進す

るとともに、継続的なモニタリングを実施します。

工程表

具体的な取組 Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ１０ Ｒ１１

水産多面的機能発揮対策による

藻場の維持・再生の促進

水域の特性に応じた藻場の造成

及びモニタリングの実施

支援体制の機能強化 関係機関と連携した支援

藻場造成・モニタリングの実施

岩礁性藻場の造成 藻場食害生物（ウニ）の除去
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第３章 基本戦略

１ ＤＸによる省力化など技術的ニーズや地域特性に応じた生産の振興

（３）水産業における取組

４）スマート水産業の推進

目指すべき将来の姿

スマート水産業の推進により、操業の効率化による「もうかる漁業」が実現し、水

産業が地域経済を支える主要な産業として発展しています。

現状・課題

近年の「温暖化」や「黒潮大蛇行 ＊」等の影響で海洋環境が大きく変化する中、安定

的な漁業経営を実現するには、科学的データに基づく、効率的な操業を可能とするスマ

ート水産業を推進することが重要です。

主な取組

○ 科学的データに基づく効率的な操業を実現するため、漁場形成に深く関わる潮流

情報や操業データ収集網の構築を進めるとともに、水温、塩分情報等をリアルタイ

ムで配信するシステムの機能向上や、観測地点の追加等による利便性の向上に取り

組みます。また、ＡＩ技術を活用した「高度な海況予報 ＊」など、漁況 ＊と海況の関

係を総合的に解析できるシステムの開発に取り組みます。

○ スマート水産業 ＊による効率的な操業を実践するため、魚種、漁法に応じた「予測

情報の適切な活用方法」や「デジタル機器類の操作技術」の習得に向け、漁業者を対

象にした「出前講座」や「体験型の研修会」などを行うとともに、「デジタル機器」

の現場導入を推進します

工程表

具体的な取組 Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ１０ Ｒ１１

スマート水産業に必要な情報発

信機能の充実・強化

デジタルリテラシーの向上

デジタル機器の導入支援

研修会の開催

支援の実施

観測地点の充実・配信システムの機能向上

スマート漁業研修会

「高度な海況予報」

システムの開発
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第３章 基本戦略

２ 新技術・新品種の開発と実装

（１）生産性や品質を高める新技術・新品種の開発と実装

１）農林水産分野におけるイノベーションの加速

目指すべき将来の姿

生産性や品質の向上に繋がるイノベーションが生産現場に速やかに実装され、農林水

産業が持続可能でもうかる産業として発展しています。

現状・課題

生産現場を取り巻く環境が厳しさを増す中、持続可能な農林水産業を実現するために

は、生産から販売に至るまでの一貫した課題解決が求められています。

課題解決に不可欠なイノベーションの創出を加速するには、既存の枠組みを超えて、

異分野・異業種の技術力を取り入れ、オール徳島での共同研究開発が必要です。

主な取組

○ 生産物の多収・高品質化や、作業の効率化・省力化を図るため、ＡＩ、ロボット、

ＩｏＴ等のデジタル技術を活用した技術開発に取り組みます。

○ 環境と調和した持続性の高い生産体系に移行するため、化学肥料・農薬や化石燃料

を削減する技術開発に取り組みます。

○ 生産現場の課題解決を加速するため、｢とくしま農林水産業イノベーションＨＵＢ＊｣

において、産学官による革新的な技術やビジネスモデル等の創出を推進します。

○ 研究成果の早期実装を図るため、関係機関と連携し、技術普及からスタートアップ、

商品化、販路開拓などの出口戦略までを一貫して支援します。

工程表

具体的な取組 Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ１０ Ｒ１１

イノベーションＨＵＢの推進

イノベーションＨＵＢの

成果実装
成果の公表と実装支援

活動の推進

シンビジウムの

ICT 環境計測システム

ミニトマトの AI 熟度診断
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第３章 基本戦略

２ 新技術・新品種の開発と実装

（１）生産性や品質を高める新技術・新品種の開発と実装

２）現場ニーズに対応した品種の育成・選定と導入

目指すべき将来の姿

生産者をはじめ、流通業者、消費者などのニーズに対応した品種が産地に導入され、

本県ブランド品目として国内外から高い評価を受けています。

現状・課題

生産性や品質を高めるためには、省力的な機械化体系に適した品種や、外観、食味等

が改良された品種など、現場ニーズを的確に捉えた育成・選定が求められています。

特に、近年の温暖化や異常気象等の影響により、従来品種の生育障害や品質低下等が

顕在化する中、本県の生産力を維持するためには、気候変動に対応した品種の導入が急

務となっています。

主な取組

○ 生産性や品質に優れた品種導入を図るため、機械栽培体系に適したカンショなどの

農作物の品種選定や、外観や食味に優れるカンキツなどの果樹の品種育成などに取り

組みます。

○ 家畜の産肉性 ＊や肉質の向上を図るため、ブランド畜産物の遺伝的な改良に取り組

みます。

○ エリートツリーの導入推進を図るため、短期育苗に適した種子の選別や母樹系統 ＊

の評価などに取り組みます。

○ 気候変動に対応した品種導入を図るため、従来品種よりも高温耐性に優れた水稲の

選定、温暖化の影響を効果的に活用した熱帯性果樹 ＊の栽培実証、高水温・貧栄養下

でも生育良好で色落ちしにくいワカメの育成などに取り組みます。

工程表

具体的な取組 Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ１０ Ｒ１１

新たな品種の育成・選定と導入
品種の育成・選定 品種の育成・選定と導入

国内初の有機陸上養殖技術の開発

（あおさのり）

水稲新品種現地実証ほ
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第３章 基本戦略

３ 環境への配慮と安全性の確保

（１）環境と調和のとれた農林水産業の実現

１）環境負荷低減型農業 ＊の推進

目指すべき将来の姿

環境に配慮した生産が拡大し、持続可能な農林水産業が実現されています。

現状・課題

地球温暖化がもたらす気候変動等の影響により、農作物の生育不良や品質低下、激甚

化する自然災害による被害の拡大や生物多様性の損失が懸念されています。このため、

自然や生態系の作用を用いて生産を行う農林水産業においては、生産活動の持続的な展

開に向け、環境負荷を低減することが重要な課題となっています。

主な取組

○ 農業生産に由来する温室効果ガスの発生抑制や生物多様性の保全・再生を図るた

め、有機質資材の施用による土づくり、化学農薬・肥料の使用量削減に係る技術を開

発・普及するとともに、指導体制の強化を図ります。

○ 健全な食生活の基盤として持続可能な環境が不可欠であり、食を支える環境の持続

に資する取組を推進することが重要であるため、環境と調和のとれた食料生産とその

消費に配慮した食育を推進します。

工程表

具体的な取組 Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ１０ Ｒ１１

化学農薬・肥料を低減した栽培

体系の実証・普及
主要品目の

栽培体系実証

主要品目の

経営指標の作成

主要品目の

栽培体系の普及

オーガニック・エコフェスタ有機農業の先進地視察の受入れ
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第３章 基本戦略

３ 環境への配慮と安全性の確保

（２）農林水産物の安定供給体制の確保

１）適正な生産工程管理の推進

目指すべき将来の姿

農業や畜産業における生産の各工程の実施、記録、点検及び評価を行うＧＡＰ（農業

生産工程管理）＊や、持続可能で環境に配慮した漁業等の実践、農薬の適正使用により、

安全・安心な農林水産物の供給体制が確保されています。

現状・課題

農産物の輸出や外国人労働力の受入れ等、農業のグローバル化が進展する中、国際的

に一般的となっている人権保護及び農場経営管理の分野を加えた国際水準のＧＡＰの取

組を推進していくことが求められています。

消費者の安全・安心への意識が高まる中、畜産物の生産における法令遵守やマニュア

ル等に基づく生産工程管理の徹底が求められています。

水産資源の持続的利用に対する国際的な関心の高まりにより、適切な水産資源の管理

や、環境に配慮した漁業や養殖業の実践が求められています。

農薬は病害虫による農作物への被害を抑制し、農産物の安定生産を図るために有効な

資材である一方、農薬の使用に伴う、使用者や生活環境への危被害防止、消費者への安

全な農産物供給等の観点から、農薬の適正使用が重要となっています。

主な取組

○ 海外展開や外国人の雇用に取り組む生産者団体や農業法人を中心に、国際水準ＧＡ

Ｐの認証取得を推進するとともに、実需者や消費者のＧＡＰに対する理解促進を図り

ます。

○ 安全安心な畜産物を生産・供給するため、ＧＡＰ指導員を養成し、生産者の認証取

得に向けた取組を支援します。

○ 水産資源管理や環境へ配慮した「サステナブル・シーフード ＊」の供給体制づくり

に向けて、「水産エコラベル認証 ＊」等の取得を促進するとともに、消費者に対して

認証制度等の周知活動を実施します。

○ 生産者等の農薬の適正使用を推進するため、「農薬適正使用アドバイザー ＊」等を

育成するとともに、不適切な流通や保管を監視するため、農薬販売店等への指導を実

施します。

工程表

具体的な取組 Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ１０ Ｒ１１

国際水準ＧＡＰの認証取得推進

畜産ＧＡＰ認証取得支援

水産エコラベル認証等の

取得促進

農薬適正使用アドバイザー等の

育成

認証の取得推進 消費者等の制度に対する理解促進

アドバイザーの育成 販売店等への指導

認証取得の促進と制度の周知

指導員の養成 認証取得の支援 販売促進への活用

37



第３章 基本戦略

３ 環境への配慮と安全性の確保

（２）農林水産物の安定供給体制の確保

２）家畜防疫対策の強化

目指すべき将来の姿

「家畜防疫体制」の充実を図ることで、家畜伝染病の発生が防止され、畜産物の安定

供給体制が構築されています。

現状・課題

「高病原性鳥インフルエンザ＊」や「豚熱 ＊」等の家畜伝染病の発生頻度や範囲が増加

・拡大しており、関係機関と連携した発生予防対策等の防疫対策を強化する必要が

主な取組

○ 家畜伝染病の発生を防止するため、畜産農家において、飼養衛生管理基準 ＊に基づ

き、畜舎等施設の清掃・消毒や、野生動物の侵入防止対策等の強化を推進します。

○ 万が一の発生に備え、市町村や家畜防疫に関する支援協定締結団体等と連携した防

疫演習の実施等により、防疫措置を的確、迅速に行う体制の維持に取り組みます。

工程表

具体的な取組 Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ１０ Ｒ１１

飼養衛生管理基準の遵守による

家畜防疫対策強化

的確・迅速な防疫措置体制の

維持

飼養衛生管理基準の遵守 関係機関と連携した支援

関係機関と連携した防疫演習等の実施

家畜防疫演習 家畜防疫演習（泡殺鳥機）
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第３章 基本戦略

３ 環境への配慮と安全性の確保

（３）多様な主体による森林の保全・管理

１）Ｊクレジット *の創出と活用の促進

目指すべき将来の姿

2050年カーボンニュートラル ＊の実現に向けて、森林の新たな価値である「Ｊクレ

ジット」の取組が活発化し、地球温暖化防止への貢献と森林の適正管理の両立が図られ

ています。

現状・課題

温室効果ガスの排出削減に向けて、国では、令和５年度に東京証券取引所において「カ

ーボンオフセット市場」が開設され、令和８年度からは大企業による「排出量取引制度」

を開始するなどＪクレジットの取引拡大に向けた動きが見られます。

しかしながら、森林由来のＪクレジットについては、省エネや再エネ等の他由来のク

レジットに比べて、創出までの手続きが煩雑であることから、小規模の森林所有者は、

取得に躊躇している状況です。

主な取組

○ カーボンオフセット ＊の活発化に向けて、県など公的機関が率先して、Ｊクレジッ

トの創出を促進します。

○ 創出量の増加に向けて、市町村、林業事業体等を対象としたセミナーの開催やマッ

チングの実施など支援体制を強化します。

○ 県営林クレジット ＊の県内外での販路拡大に向けて、地元金融機関等との連携や大

手市場での取引を視野に入れた販売促進策に取り組みます。

工程表

具体的な取組 Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ１０ Ｒ１１

公的機関によるＪクレジットの

創出・販売の促進

創出量の増加に向けた森林

所有者等への支援

県営林クレジットの販売促進

対策の実施 大手市場の開拓

セミナーの開催 マッチングの実施

公的機関による創出・販売 新たな創出地域の検討

関係機関等との

協力体制構築

J クレジット創出の流れ
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第３章 基本戦略

３ 環境への配慮と安全性の確保

（３）多様な主体による森林の保全・管理

２）公的関与による森林整備の促進

目指すべき将来の姿

重要な地域資源である森林が適正に保全され、管理が不十分な森林の解消が進んでい

ます。また、林業に適した森林とそれ以外の「ゾーニング」により、林業適地において

は木材生産による資源循環が図られるなど、多様な森林づくりにより公益的機能が発揮

され、豊かな森林が次世代に引き継がれています。

現状・課題

本県森林の約８割を占める私有林では、森林所有者の高齢化や不在存化の進行等から

管理が行き届かない森林が増加し、森林の持つ多面的機能の維持発揮が危ぶまれていま

す。そのため、県では、「徳島県豊かな森林を守る条例」を平成26年度から施行し、県

や公的機関による公的管理を推進するとともに、平成31年度に施行された「森林経営

管理法」により、市町村による管理に向けた取組も強化されています。

主な取組

○ 管理が行き届いていない森林を解消するため、県や市町村、森林整備法人等公的機

関による森林取得に取り組みます。

○ 計画的な森林の整備と維持管理を進めるため、森林整備法人 ＊による森林の管理受

託を推進します。

○ 森林の多面的な機能の発揮に向けて、森林環境譲与税 ＊を活用した奥地森林の整備

を推進します。

○ 多様な主体による森林の適正管理を進めるため、「徳島県豊かな森林を守る条例」

に基づく普及啓発に取り組みます。

工程表

具体的な取組 Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ１０ Ｒ１１

公的機関による

森林取得の拡大

森林整備法人による

管理受託の推進

森林環境譲与税を活用した奥地

森林の整備推進

森林の適正管理に向けた

普及啓発

適地把握と取得の実施

森林管理受託制度の普及啓発 管理受託森林の整備推進支援

市町村との連携強化体制整 デジタルデータ活用による推

森林の機能発揮に係るＰＲの実施

公的関与による森林整備の推進 森林管理受託制度の推進（境界の明確化）
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第３章 基本戦略

３ 環境への配慮と安全性の確保

（３）多様な主体による森林の保全・管理

３）企業との協働による森づくりの推進

目指すべき将来の姿

県民や企業等との協働による森づくりが浸透し、県民一人一人の森林に対する理解が

深まり、私たち自身の手で森林を守り育て、より豊かな状態で次の世代に引き継がれて

います。また、多くの企業等において、ＣＳＲ活動 ＊として森林整備が取り入れられて

います。

現状・課題

森林所有者の高齢化等により、管理が行き届かない森林が増加する中、企業・団体に

おいては、地球温暖化防止やＳＤＧｓの目標達成に向けた「森林保全活動」への流れが

生まれており、これらの多様な主体との協働による森づくりの取組拡大が重要となって

います。

主な取組

○ 多様な主体による森林管理を進めるため、｢緑の募金 ＊｣を通じた｢協働の森づくり＊｣

への企業の参画と継続実施を推進します。

○ 森づくりイベントの活発化に向け、各企業・団体による自主的な活動が進むよう意

識の醸成と内容の充実を図ります。

○ 森林林業活動への協力の輪が広がるよう、森林の多面的機能にかかる普及啓発を県

内外で進めます。

○ 管理の行き届かない森林の解消に向け、協働の森づくり事業による植栽や間伐など

の森林整備事業を推進します。

工程表

具体的な取組 Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ１０ Ｒ１１

協働の森への企業参画の推進

森づくりイベントの活発化

県内外での普及啓発

協働の森づくり事業を通じた

森林整備の拡大

企業ニーズの把握 広報・啓発活動の強化

森林整備事業の推進

新規企業への働きかけ促進関係機関との実施体制の強化

意識の醸成と内容の充実

多様な主体による森林管理

（協働の森づくり：三好）
多様な主体による森林管理

（使う緑化）
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３ 環境への配慮と安全性の確保

（３）多様な主体による森林の保全・管理

４）保安林 ＊等の指定

目指すべき将来の姿

保安林を森林として永続的に保全することにより、森林が有する水源のかん養や災害

の防備等の公益的機能が持続的に発揮されています。

現状・課題

森林の伐採や開発行為によって森林が適正に管理されないことにより、森林が持つ水

源かん養や土砂流出防備などの公益的機能の低下を招くおそれがある。

主な取組

○ 水源のかん養や土砂災害の防備など、森林の持つ公益的機能の維持増進を図るため、

保安林の指定を計画的に推進する。

工程表

具体的な取組 Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ１０ Ｒ１１

保安林指定の推進
指定の推進

公益的機能の維持増進(水源のかん養) 多様な森づくりの推進
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〈戦略Ⅱ 「つくる力」の強化に関する指標〉

環境負荷低減型農業の体験学習
ワカメの高温耐性新品種（左）

従来品種（右）

行動目標 単位

新たな施設園芸団地箇所数（累計） 箇所 - 3

「阿波尾鶏」の地鶏出荷羽数全国順位 位 1 1

スマート技術活用経営体数 経営体 1,533 2,350

地域計画課題解決モデル地区数（累計） 地区 - 5

農地中間管理機構と連携したほ場整備の
実施地区数（累計）

地区 5 9

県産材の生産量 万m3 34.2 60.0

人工造林に占めるエリートツリーの割合 ％ 43.3 80.0

漁業生産量 ｔ 18,713 20,000

カワウ被害防止対策の実施箇所数（累計） 箇所 18 30

藻場造成箇所数（累計） 箇所 31 40

新品種・新技術の開発・導入数 件 7 7

イノベーションＨＵＢによる成果創出数 件 - 3

有機農業の面積拡大（耕地面積に占める割合） ％ 0.67 1.38

国際水準GAPの新規認定経営体・団体数 経営体・団体 4 5

Ｊクレジットの販売量 ｔ 116 2,000

ＪＧＡＰ畜産等認証取得件数（累計） 件 3 7

畜産農家の立入検査の実施率 ％ 100 100

ＳＤＧＳ森林づくり宣言企業・団体数（累計） 企業・団体 144 380

保安林指定面積（民有林）（累計） ha 99,100 100,300

目標値(R11)基準値(R5)

第３章 基本戦略

43



戦略Ⅲ「売る力」の強化
１ 農林水産物の魅力発信と販路の拡大

（１）「とくしまブランド」の展開

１）国内販路の拡大

目指すべき将来の姿

本県農林水産物や食品の魅力が広く認知され、その品質が高く評価されることで、有

利販売へとつながり、生産者や事業者の所得が向上しています。

現状・課題

他産地のブランド農林水産物との販売競争が激しくなる中、民間の知恵や活力を最大

限活用し、官民一体となった「オール徳島」による、魅力の最大化や発信力の強化を図

り、販売拡大へとつなげていくことが求められています。

また、トラック輸送能力の不足や運賃の上昇に対応した合理的な物流体制の構築が求

められています。

主な取組

○ 本県農林水産物の主な出荷先である関西圏はもとより、首都圏や北海道、東北をは

じめとする開拓余地のある地域での新たな販路の拡大を図るため、「公益社団法人徳

島県産業国際化支援機構」を核として、一次産品だけでなく、加工品や工芸品、観光、

文化といった本県の魅力を一体的に発信することで相乗効果を生み出すプロモーショ

ンを展開します。

○ 農林水産物のブランド力の向上を図るため、高いブランド力・発信力・商品開発力

を持つ民間企業との連携や事業者自身のブランディング力の底上げを支援するととも

に、ＰＲトラックを活用した魅力発信を強化します。

○ 消費者や実需者の認知度向上を図り、販売拡大へとつなげるため、卸売市場との連

携強化による量販店でのフェアやバイヤーの産地招聘を実施します。

○ 民間の発信力を活用し「徳島ファン」を創出するため、「阿波ふうどスペシャリス

ト ＊」や「阿波ふうど繁盛店＊」と連携したＳＮＳ等による発信を強化します。

○ 首都圏等の大消費地への販路拡大による生産者の所得向上を実現するため、モーダ

ルシフト ＊の推進や物流拠点の構築などの取組を支援し、農林水産物の県内物流効率

化や遠方地への最適な物流構築を促進します。

工程表

具体的な取組 Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ１０ Ｒ１１

｢徳島県産業国際化支援機構｣と

連携したプロモーション

ブランド力を向上させる

魅力発信

卸売市場と連携した販売強化

ＳＮＳ等による発信強化

物流体制の構築

本県の魅力を一体的に発信するプロモーション

発信力や開発力を持つ企業との連携 ・ ＰＲトラックの活用

量販店でのフェア開催・バイヤーの産地招聘

モーダルシフト推進など課題解決に向けた取組を支援

阿波ふうどスペシャリスト等と連携したＳＮＳでの発信強化

第３章 基本戦略

44



第３章 基本戦略

１ 農林水産物の魅力発信と販路の拡大

（１）「とくしまブランド」の展開

２）選ばれる六次産業化の推進

目指すべき将来の姿

本県の農林水産物や地域資源を活用し、収益性があり、選ばれる６次産業化商品等が

開発・改良されるとともに、「オール徳島」のプロモーション等により販路が拡大し、

農山漁村における所得が向上しています。

現状・課題

６次産業化 ＊により、経営の多角化、所得の向上等が見込めるが、商品開発や食品加

工、食品衛生、販促活動等の幅広い知識や人脈等が必要となることから、資力のない新

規・小規模事業者は６次産業化への着手が困難な状況です。

このため、新規・小規模事業者を始めとする６次産業化志向事業者に対し、新規創業

から販路拡大までを切れ目なく支援する体制の構築が必要となっています。

主な取組

○ ６次産業化人材を育成するため、６次産業化に取り組む上で必要な幅広い知識を学

ぶ場を提供するとともに、６次産業化志向事業者を支援する相談窓口を運営します。

○ 選ばれる商品開発・改良のため、専門家の派遣や異業種等と連携した商品開発支援

事業等を実施します。

○ 開発された商品の販路拡大のため、「県内商談会」の実施や、全国展開のための「首

都圏商談会」等への出展支援を行うとともに、「公益社団法人徳島県産業国際化支援

機構」等の関係団体と連携し、「オール徳島」のプロモーションを支援します。

工程表

具体的な取組 Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ１０ Ｒ１１

人材育成研修会の開催と

相談窓口の運営

選ばれる商品開発・改良の支援

販路拡大の支援

研修会の開催・相談窓口の運営

商品開発支援事業の実施・専門家の派遣

県内や首都圏等での商談会への出展支援

商品開発支援事業により

開発・改良された商品

スーパーマーケットトレードショー

（幕張メッセ）

45



１ 農林水産物の魅力発信と販路の拡大

（１）「とくしまブランド」の展開

３）輸出の拡大

目指すべき将来の姿

本県農林水産物や食品が国内外で広く認知され、高く評価されるとともに、「輸出」

が、本県農林水産業の維持・発展に大きな役割を果たしています。

現状・課題

国内の食市場が縮小している中、マーケットイン ＊の発想に基づく戦略的な農林水産

物の輸出促進による、「持続性の高い農林水産業」の発展に向けた取組が求められてい

ます。

主な取組

○ 販売ルートの拡充のため、「公益社団法人徳島県産業国際化支援機構」や民間企業

等の関係団体と連携し、主要輸出先のアジアを重点地域として商流を拡大するととも

に、北米や欧州、ハラールなど新たな市場の開拓を図ります。

○ 輸出型産地の拡大のため、検疫対応や国際認証の取得など、輸出先のニーズや規制

に対応した産地育成を行うとともに、生産・流通・販売を一体的に行う輸出基地づく

りを支援します。

○ 輸出に取り組む事業者を育成するため、関係団体等との連携により、海外展開を目

指す意欲的な事業者の持つ課題を幅広くサポートし、貿易に係る実践的な取組を支援

します。

工程表

具体的な取組 Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ１０ Ｒ１１

販売ルートの拡充

輸出型産地づくりの推進

輸出に取り組む事業者の育成

ニーズや規制に対応した産地の育成や輸出基地づくりの支援

事業者の掘り起こし、実践的な商談や貿易事務の伴走支援

ターゲット国に即したプロモーションの実施

シンガポールにおけるフェア

生産・流通・販売を一体的に行う

「なると金時」の輸出基地での出荷作業

第３章 基本戦略
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１ 農林水産物の魅力発信と販路の拡大

（１）「とくしまブランド」の展開

４）成熟した森林資源の利用促進

目指すべき将来の姿

あらゆる建築物で木造・木質化が進み、生活の隅々まで木材が取り入れられるなど、

国産材使用の恩恵が再認識され、森林の再生に繋がる適正な価格で取引が行われ、森林

資源の循環利用が進んでいます。

現状・課題

カーボンニュートラルに資する森林資源の循環利用を進めるため、林業・木材産業へ

の理解を醸成し、木材の率先利用に繋げる取組が求められています。

しかしながら、木材価格の低迷により、森林所有者の経営意欲は減退しており、山元

で木材の再生産を可能とする適正な収益が得られるよう、増加している大径材の価値を

高める取組が急務となっています。あわせて、少子高齢化で低層住宅などの木材需要が

減少していることから、まだ利用が少ない非住宅や中高層建築物など新たな分野におい

て、県産材の活用を図る必要があります。

また、今後は県内の森林資源がより一層充実することから、東・東南アジアなど木材

需要の増加が見込まれる海外に向けた販路拡大が重要となっています。

主な取組

○ 木材の付加価値を高めるため、利用の少ない大径材 ＊に対応する加工流通体制を整

備し、新製品や寸法安定性を確保した高品質な製品の供給体制の構築に取り組みます。

○ 国内や海外への販路と需要の拡大を図るため、地域の製材工場と大規模工場の連携

による生産体制の強化や、需要者のニーズを捉えた県産材のＰＲ等に取り組みます。

○ 非住宅や中高層建築物、公共建築物での県産材利用を拡大するため、木材・建築関

係団体や市町村と連携し、建築物への木材利用の促進を図り、あわせて、川中では製

材工場の体質強化や担い手の確保、川下では需要者を木造・木質化 ＊へ導く、木材利

用に秀でた人材の育成を進めます。

○ 木材利用の輪を広げるため、「徳島木のおもちゃ美術館 ＊」の魅力向上と「とくし

ますぎの子木育広場 ＊」の充実などにより、個人や企業を対象とした、幅広い木育＊活

動を展開します。

工程表

具体的な取組 Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ１０ Ｒ１１

新たな木材加工流通体制の

整備

国内外への県産材の販路拡大

建築物の木造・木質化推進

木育活動の推進

加工流通体制の構築 新たな製材品の需要拡大支援

生産体制の強化 ニーズ把握による販売促進策強化

連携体制の構築 人材育成研修の実施

木育施設の魅力向上 木育活動の強化

第３章 基本戦略
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１ 農林水産物の魅力発信と販路の拡大

（１）「とくしまブランド」の展開

５）マーケットイン型の「浜づくり」

目指すべき将来の姿

マーケットイン型の浜づくりにより、産地の価格形成力が強化され、漁業所得が向上

しています。

現状・課題

販売取扱高の減少により、漁獲物を集出荷する産地市場の価格形成力が低下するとと

もに、漁業者が負担する出荷コストが増加する中、漁業所得の向上を図るには、漁獲物

の集約による「定時・定量・定規格供給」や、「食の安全・安心の確保」など、多様化

するニーズに応えられる浜の育成が急務となっています。

主な取組

○ 経営の合理化等により漁業所得の向上を図るため、漁村地域が連携し策定した｢浜

の活力再生広域プラン＊｣に基づく｢浜の機能再編(漁協合併、事業統合)｣を促進します。

○ 鳴門わかめのブランド力を強化するため、適正な食品表示とトレーサビリティー

システムを備えたわかめ加工業者を認定する「徳島県鳴門わかめ認証制度 ＊」を推進

するとともに、消費者に対する制度の浸透を図ります。

○ ｢阿波さつき｣や｢アシアカエビ｣などの県産水産物の販売力強化を図るため、高値

取引が期待される海外や首都圏等における認知度向上や販路拡大に取り組みます。

○ 品質面、コスト面で競争力の高い生産流通構造を確立するため、漁協等が取り組

む出荷・流通施設の整備等を支援します。

○ 県産水産物の価格形成力を高めるため、流通拠点漁港において、集出荷機能を集約

化し、県内初となる「高度衛生管理型荷さばき施設＊」を整備します。

工程表

具体的な取組 Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ１０ Ｒ１１

「広域浜プラン」に基づく

「浜の機能再編」の促進

鳴門わかめ認証制度の普及

推進

県産水産物の認知度向上・

販路拡大

競争力の高い生産流通構造

の確立

集出荷機能の集約化と

高度衛生化

関係機関と連携した支援

認証取得促進、制度の浸透

販促活動の実施

出荷・流通施設の整備等を支援

高度衛生管理型

荷さばき施設の整備
集出荷機能の集約化

県産養殖サツキマス

「阿波さつき」 鳴門わかめ認証マーク

第３章 基本戦略
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２ 地域資源を活用した農山漁村の魅力向上

（１）地域の保全と関係人口の創出

１）鳥獣被害対策とジビエの利活用

目指すべき将来の姿

管理が必要な野生鳥獣の捕獲を担う若手狩猟者が増え、積極的な捕獲・防護対策によ

り、農林水産物被害や市街地への出没が軽減するとともに、ジビエとしての利活用が広

がり、中山間地域の振興や生活環境の保全が図られています。

現状・課題

野生鳥獣は、農林水産物への深刻な被害に加え、近年では市街地での出没情報も多く

寄せられており、生息域の拡大や更なる被害の発生が懸念されています。

県内の狩猟免許所持者は、60歳以上が３分の２を占め、高齢化が進んでいることか

ら、若手狩猟者の育成・確保が急務となっています。

捕獲したシカやイノシシは「阿波地美栄（ジビエ）」としてブランド化に取り組んで

いますが、更なる消費拡大を図るためには安定供給できる対策が必要です。

主な取組

○ シカやイノシシ等の生息密度の適正化を図るため、市町村が実施する「有害鳥獣捕

獲 ＊」や県が実施する「指定管理鳥獣対策事業＊」等により、年間を通して捕獲圧を強

化します。

○ 集落主体の鳥獣被害対策の定着を図るため、市町村や関係機関等と連携し、ＧＰＳ

首輪等を用いた生息状況データ等に基づいた大型捕獲檻や侵入防止柵の設置や環境整

備、追い払い等の防護対策に取り組む集落を育成します。

○ 若手狩猟者や多様な捕獲の担い手を確保するため、関係企業・団体等と連携し、捕

獲技術の習得支援や狩猟の魅力発信等に取り組みます。

○ 「阿波地美栄（ジビエ） ＊」の消費拡大を図るため、新たな処理加工施設等の整備

を支援するとともに、取扱店の拡大や学校給食等の活用等に取り組み、「阿波地美栄

（ジビエ）」を身近に感じられる機会を創出します。

工程表

具体的な取組 Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ１０ Ｒ１１

生息密度の適正化に向けた

捕獲の強化

集落主体の鳥獣対策の定着

多様な捕獲の担い手の

育成・確保

「阿波地美栄（ジビエ）」の

消費拡大

最新技術や生息状況データを活用した対策の促進

捕獲技術の習得支援等 狩猟の魅力発信

「有害鳥獣捕獲」・「指定管理鳥獣対策事業」の推進

処理加工施設の整備 取扱店の拡大や学校給食等での活用

とくしまハンティングスクール

（くくりわなの架設実習）

阿波地美栄の消費拡大

（学校給食への提供）
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２ 地域資源を活用した農山漁村の魅力向上

（１）地域の保全と関係人口の創出

２）地域で育む農山漁村づくり

目指すべき将来の姿

地域に根ざした食文化や歴史、景観など魅力ある地域資源を活用した体験や学習の実

施及び情報発信などにより、都市と農山漁村との交流が図られています。

現状・課題

過疎・高齢化が進む農山漁村地域では、農林水産業の担い手の減少や耕作放棄地の増

加、集落機能の低下等により、水源の涵養や生物多様性の保全等の多面的機能の維持・

保全が課題となっています。

また、農山漁村が有する豊かな自然や文化、景観などの地域資源を活用した体験等を

通じ、多様な人材が連携し、賑わいを創出することが求められています。

主な取組

○ 農用地の多面的機能の維持・保全や耕作放棄地の発生防止を図るため、「日本型直

接支払制度＊」を活用し、集落ぐるみで地域農業を支える取組を支援します。

○ 関係人口の拡大を図るため、「とくしま農林漁家民宿」の開業支援や体験コンテン

ツの充実強化等に取り組むとともに、四国各県や関西広域連合と連携した情報発信を

実施します。

○ 農山漁村地域において、「住民自ら」がコミュニティ維持・運営の自立化に取り組

むための基本方針である「将来ビジョン」の作成や、同ビジョン実現に向けた農村型

地域運営組織「農村ＲＭＯ」＊等の設立及びそのスタートアップを支援します。

○ 地域内外の多様な人材が連携し、農林水産業を下支えするため、農山漁村活性化の

牽引役である「ふるさと水と土指導員 ＊」の育成及び、企業・大学・ＮＰＯ法人等の

「農山漁村（ふるさと）協働パートナー」と「農山漁村の地域住民」との協働活動を

支援します。

○ 生物多様性を育む田んぼや農業用施設等への理解を深めるため、「田んぼの学校＊」

等の環境学習を開催します。

○ 生産者と消費者との交流や体験活動による農林水産業への理解促進などにより、食

料生産から消費に至る食の循環を意識した食育を推進するとともに、地域の風土を活

かした特産品や食文化の魅力発信を行う。

○ 「ジビエ ＊」や「漁港を活用した海業（うみぎょう） ＊」、｢林道フェスタ｣等の地域

資源を活用したイベント等による交流人口の拡大に取り組みます。

○ 世界農業遺産に認定された「にし阿波の傾斜地農耕システム ＊」を次世代へ継承す

るため、歴史や農法を伝える出前授業、伝統作物の栽培・加工体験によるＳＤＧｓ教

育や、草刈り・収穫作業へのボランティア等による保全活動を推進します。

○ 日本農業遺産に認定された「みなみ阿波の樵木（こりき）林業システム ＊」が持つ

価値を広めるため、国内外にサステナブルで高品質な樵木備長炭などの情報発信を行

うとともに、観光コンテンツとして活用し、持続可能性や生物多様性に関心の高い方

々をターゲットに交流人口の拡大を図ります。

農業用水利施設等における環境学習（田んぼの学校）
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工程表

具体的な取組 Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ１０ Ｒ１１

日本型直接支払制度の活用

とくしま農林漁家民宿の

取組支援

地域コミュニティの維持・運営

の自立化

農山漁村（ふるさと）協働

パートナーへの参加促進

小学生を対象とした「田んぼの

学校」等の環境学習の開催

多様な人材の連携による

賑わいの創出

〈戦略Ⅲ 「売る力」の強化に関する指標〉

次期対策の周知・推進

受入体制強化や魅力発信

制度の周知・推進

教育機関と連携し推進

「将来ビジョン」の作成・実践等の支援

地域資源を活用したイベント等の開催

公共建築物の木質化

（県庁食堂「CO-CAGEキッチン」）

農山漁村（ふるさと）応援し隊

（はっさくの収穫）

農畜水産業産出額 億円 1,114 1,225

地域商社等と連携したプロモーション等による
マッチング数（累計）

件 48 346

展示会・商談会への出展数（累計） 出展 620 960

県産農林水産物・食品輸出額 億円 41.5 106.3

木材丸太の消費量 万㎥ 58.3 71.8

「徳島の水産物キャンペーン」参加店舗数（累計） 店舗 407 700

「鳴門わかめ認証制度」の認知度 ％ 40 46

水産物出荷・流通施設等の整備（累計） 箇所 17 23

「将来ビジョン」の作成・実践地区数（累計） 地区 38 74

農山漁村（ふるさと）協働パートナーの登録数（累計） 団体 85 103

ジビエ加工施設での処理頭数 頭 2,065 2,200

新規狩猟免許取得者数（累計） 人 154 1,050

地域資源を活用したイベント等の実施数（累計） 件 - 20

目標値(R11)行動目標 単位 基準値(R5)
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戦略Ⅳ「農山漁村の防災力」の強化
１ 安全・安心と食料供給能力の確保に向けた生産基盤の強靱化

（１）自然災害への備え

１）土地改良施設 ＊等の耐震化

目指すべき将来の姿

大規模地震発生時においても、周辺施設への被害を最小限にとどめ、速やかな営農再

開に繋がる強靱な農業水利施設が、地域住民の暮らしや農家経営に安心感をもたらして

います。

現状・課題

地震により大規模農業水利施設や農業用ため池等が被災した場合、隣接する道路や民

家などへ影響を及ぼすとともに、営農に大きな支障が生じます。

主な取組

○ 地震による被害と2次被害の未然防止を図るため、防災重点農業用ため池 ＊や農業

用水管等の耐震化対策を実施します。

工程表

具体的な取組 Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ１０ Ｒ１１

ため池等の耐震化

農業用水管の耐震化

防災重点農業用ため池等の耐震化の推進

国営かんがい排水事業による農業用水管の耐震化の促進

ため池の耐震化

（花園池 三好市）
農業用水路トンネルの耐震化

（東みよし町）
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第３章 基本戦略

１ 安全・安心と食料供給能力の確保に向けた生産基盤の強靱化

（１）自然災害への備え

２）治山 ＊対策や地すべり防止対策等による農山村地域の防災力強化

目指すべき将来の姿

大規模な土砂災害の発生を未然に防止するための対策が実施され、県民の生命と財産

が守られています。

現状・課題

近年の気候変動に伴う豪雨災害の頻発化･激甚化や、南海トラフ巨大地震等による大

規模な土砂災害の発生が懸念される中、農山村地域においては、土砂災害リスクが高い

人家があることから、早急な対策が必要となっています。

主な取組

○ 土砂災害の危険性のある人家を保全するため、治山施設 ＊や地すべり防止施設 ＊等の

整備を促進します。

工程表

具体的な取組 Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ１０ Ｒ１１

土砂災害の危険性のある人家

への保全対策の推進
治山施設や地すべり防止施設の整備促進

Ⅱ「つくる力」の強化Ⅰ「はたらく力」の強化 Ⅲ「売る力」の強化 Ⅳ「防災力」の強化

地すべり防止施設の整備

（井ノ久保地区 三好市）

治山施設の整備

（三筒地区 海陽町）
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第３章 基本戦略

１ 安全・安心と食料供給能力の確保に向けた生産基盤の強靱化

（１）自然災害への備え

３）漁港及び海岸保全施設の耐震化

目指すべき将来の姿

地震発災による被害を最小限にとどめ、速やかな漁業・農業の経営再開を可能にする

強靱な漁港及び海岸保全施設が、地域住民の暮らしや漁業・農業の経営に安心感をもた

らしています。

現状・課題

南海トラフ巨大地震や激甚化する台風などの気象災害の発生に備え、漁港及び海岸保

全施設の耐震・耐津波、高潮の対策が必要となっています。仮に施設が被災した場合、

施設は背後にある農地や民家及び公共施設等を保全することができなくなり、漁業、農

業に加え、住民生活にも大きな支障が生じます。

主な取組

○ 南海トラフ巨大地震等の被害を軽減するため、徳島県県土強靱化計画等に基づき、

漁港施設の耐震・長寿命化対策や、海岸保全施設＊の耐震・耐津波対策を実施します。

工程表

具体的な取組 Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ１０ Ｒ１１

漁港施設の耐震・長寿命化

対策の実施

海岸保全施設の耐震・耐津波

対策の実施

対策の実施

対策の実施

Ⅱ「つくる力」の強化Ⅰ「はたらく力」の強化 Ⅲ「売る力」の強化 Ⅳ「防災力」の強化

漁港施設の耐震化

（鞆奥漁港 海陽町）

海岸保全施設の耐震・耐津波化

（宍喰漁港海岸 海陽町）
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第３章 基本戦略

１ 安全・安心と食料供給能力の確保に向けた生産基盤の強靱化

（１）自然災害への備え

４）地籍調査事業の推進

目指すべき将来の姿

土地の基礎的情報（境界、面積など）を明確化する「地籍調査 ＊」が、県と市町村と

の連携により実施されており、災害からの復旧・復興の迅速化や生産基盤整備などの公

共事業の円滑化に繋がる安全で安心な農山漁村地域が形成されています。

現状・課題

切迫する南海トラフ巨大地震や激甚化する気象災害など、大規模災害の発生リスクが

高まる中、人口減少による境界情報の喪失や、所有者不明土地の拡大により、境界確認

の困難性が増大しており、農地や林地などの土地の境界や所有者を明確にすることが求

められています。

主な取組

○ 災害から迅速な復旧・復興を図るため、津波浸水区域などの災害発生リスクが高い

地域を重点的に調査します。

○ 公共事業の円滑化に繋げるため、整備を予定している地域の調査を先行して実施し

ます。

○ 効率的に調査を進めるため、必要最低限の測量、立会で境界が決められるリモー

トセンシングによる新手法の活用に取り組みます。

工程表

具体的な取組 Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ１０ Ｒ１１

災害からの迅速な復旧・復興

公共事業の円滑化

地籍調査の効率化

災害発生リスクが高い地域での調査の実施

公共事業予定地域での先行実施

新技術を活用した調査の実施

Ⅱ「つくる力」の強化Ⅰ「はたらく力」の強化 Ⅲ「売る力」の強化 Ⅳ「防災力」の強化

地籍調査（津波浸水区域）地籍調査（境界確認 -立合）
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第３章 基本戦略

１ 安全・安心と食料供給能力の確保に向けた生産基盤の強靱化

（１）自然災害への備え

５）農業版ＢＣＰ ＊等の実践力向上

目指すべき将来の姿

大規模自然災害が発生した場合においても、農地・農業用施設の速やかな復旧とその

後の円滑な営農再開の準備が整っています。

現状・課題

「南海トラフ巨大地震」において想定される大津波災害や、「直下型地震」からの早

期営農再開に備えるために策定した「農業版ＢＣＰ ＊」については、昨今の能登半島地

震や豪雨災害等の教訓踏まえた改訂と個々の農家への継続的な啓発が必要となっていま

す。

更に、「農業版ＢＣＰ」の実践力向上のため、除塩作業の実地訓練、ため池緊急放流

訓練の取組範囲を拡大するとともに、農業用施設を管理する土地改良区に対し、「土地

改良区ＢＣＰ」の策定を支援していく必要があります。

また、漁業においても、津波による甚大な被害が想定されるため、漁村における防

災・減災対策を着実に推進するとともに、被災後の早期再開を図るための事前の備え

が強く求められています。

主な取組

○ 早期の営農再開のため、能登半島地震・豪雨災害での知見を収集、分析し、農業版

ＢＣＰの改訂を行うとともに、個々の農家への普及啓発を行います。

○ 「農業版ＢＣＰ」等の実践力を向上させるため、現地での除塩訓練、ため池緊急放

流訓練の取組範囲を拡大します。

○ 土地改良区が保全管理する農業水利施設等が被災した場合の早期機能回復を図るた

め、「土地改良区ＢＣＰ」策定を支援します。

○ 大規模地震による津波災害からの速やかな漁業再開に向け、漁業協同組合が策定し

た「漁協版ＢＣＰ」の実効性の向上に取り組みます。

工程表

具体的な取組 Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ１０ Ｒ１１

農業版BCPの改訂

農業版BCP等の実践力向上

土地改良区BCP策定支援

漁協版BCPの改訂

農業者向け除塩・ため池緊急放流訓練の実施拡大

情報収集、分析、改訂

役職員に対する研修、策定の支援

改訂 普及啓発

Ⅱ「つくる力」の強化Ⅰ「はたらく力」の強化 Ⅲ「売る力」の強化 Ⅳ「防災力」の強化
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第３章 基本戦略

１ 安全・安心と食料供給能力の確保に向けた生産基盤の強靱化

（2）生産施設の長寿命化・生産性向上

１）農業水利施設の長寿命化対策と適正な保全管理

目指すべき将来の姿

既存の農業水利施設の適切な機能診断と予防保全対策により、計画的に長寿命化を推

進し、施設のライフサイクルコストの低減及び農産物の安定生産や農業水利施設の持つ

多面的機能の維持増進が図られています。また、土地改良区の体制強化が進み、農業水

利施設の適正な保全管理が行われています。

現状・課題

受益面積が100haを超える基幹的農業水利施設 ＊（281施設）において、約7割（1

85施設／281施設）が、長寿命化対策実施時期をむかえており、老朽化が進む中、施

設の突発事故の可能性が高まっています。

一方、農業水利施設の保全管理を担う土地改良区の組合員の減少や高齢化が進む中、

小規模な土地改良区 ＊が約7割、専門職員のいない土地改良区が約４割あり、運営基盤

の強化が課題となっています。

主な取組

○ 老朽化した農業水利施設の長寿命化を図るため、機能診断結果に基づく適時適切な

補修・補強を実施します。

○ 土地改良区の運営基盤の強化を図るため、合併や事務統合等の統合整備や、将来を

担う若手職員や女性職員の育成研修等を実施します。

工程表

具体的な取組 Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ１０ Ｒ１１

農業水利施設の長寿命化

土地改良区の運営基盤強化
合併等の推進や人材の育成による組織力の強化

機能診断に基づく補修・補強の実施

Ⅱ「つくる力」の強化Ⅰ「はたらく力」の強化 Ⅲ「売る力」の強化 Ⅳ「防災力」の強化

排水機の長寿命化

（川内近藤地区 徳島市）

土地改良区の役職員研修
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１ 安全・安心と食料供給能力の確保に向けた生産基盤の強靱化

（2）生産施設の長寿命化・生産性向上

２）農道や林道等の整備による農山漁村の防災力の強化

目指すべき将来の姿

農林道の整備によって、災害時においても、木材・農産物等の供給が維持されるとと

もに、集落間の孤立を防ぐ地域交通ネットワークが構築されています。

現状・課題

農林道は農林業経営を支え、地域産業の振興や地域の生活道路のみならず、災害発生

時には緊急輸送道路を補完する機能を併せ持つため、整備の加速化が求められています。

主な取組

○ 木材・農産物等の効率的な輸送による生産性の向上や、農村地域の生活環境の改善

に加え、集落の孤立化防止を図るため、緊急輸送道路を補完する農林道整備を推進し

ます。

工程表

具体的な取組 Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ１０ Ｒ１１

緊急輸送道路を補完する

農林道の整備
農林道の整備

Ⅱ「つくる力」の強化Ⅰ「はたらく力」の強化 Ⅲ「売る力」の強化 Ⅳ「防災力」の強化

林道の整備

（大川原旭丸線 上勝町、神山町、

佐那河内村）

農道の整備

（徳島東部３期地区 上勝町）

第３章 基本戦略
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〈戦略Ⅳ 「農山漁村の防災力」の強化に関する指標〉

行動目標 単位

ため池等の耐震化（累計） 施設 15 21

土砂災害の危険性のある人家の保全数（累計） 戸 2,694 2,994

漁港施設の耐震・長寿命化対策に着手した施設数（累計） 箇所 21 29

地籍調査事業の進捗率 ％ 44 50

「農業版ＢＣＰ」等の実地訓練等参加者数（累計） 人 1,472 2,500

老朽化対策に着手した農業水利施設数（累計） 施設 124 148

緊急輸送道路を補完する農林道の整備延長（累計） km 33 40

基準値(R5) 目標値(R11)

ため池緊急放流訓練 土地改良施設（農道橋）の点検

（那賀町）

第３章 基本戦略
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用語解説用語解説

用語解説



あ 行

ＩｏＴ （Internet of Things）

自動車、家電、ロボット、施設などさまざまなモノがインターネットと繋がり、相互に情報交換

をする仕組み。

赤潮

植物プランクトンが大量発生し、海水が変色する現象。有害種の赤潮が発生すると魚介類に被害

を及ぼす場合がある。

アクティブシニア

仕事や趣味、ボランティアなど様々な活動に意欲的なシニア層。

阿波尾鶏

徳島県内で古くから飼養されていた「赤笹系軍鶏（シャモ）」に改良を重ね、優良肉用鶏種の雌系

統（白色プリマスロック）と交配し作りだした肉用鶏。

阿波さつき

徳島県内において、川魚の「アメゴ」を海面の養殖漁場で育成した「サツキマス」のブランド名。

徳島県の「阿波」と「サツキマス」の「さつき」を合わせて命名。

阿波地美栄（あわじびえ）

「阿波地美栄処理衛生管理ガイドライン」に即した県内の食肉処理施設で適正に処理されたシカ

肉、イノシシ肉。

有害鳥獣による農作物被害を防止する「捕獲」をはじめ「加工」､「流通」､「消費」に至る一連

の取組を強化するため、県内の処理加工施設で処理された「ジビエ」を「地域が美しく栄えて欲し

い」との思いを込めて名付けたもの。

阿波ふうど

全国に向け「徳島の食」の魅力や価値を伝えるブランドネームで、2016年度に制定。阿波（徳

島）の風土に育まれた食（food）を意味する。

阿波ふうどスペシャリスト

徳島の豊かな食に共感し、応援していただける、県内外の個人・店舗・法人・団体を県が認定。「徳

島の食」を応援し、県と連携して、その魅力を自ら発信している。

阿波ふうど繁盛店

「阿波ふうどスペシャリスト」のうち、県産食材を活用したメニューや郷土料理を扱う県内の飲

食店。

磯根資源

沿岸の岩礁帯である「磯根」に生息するアワビやサザエ、イセエビなどの水産資源。

磯焼け

海洋環境の変化や藻食性動物の影響などにより、海藻等の群落である「藻場」が著しく消滅した

状態。

稲ＷＣＳ（Whole Crop Silage）

稲発酵粗飼料。稲の穂と茎葉をまるごと刈り取ってロール状にしたものを、フィルムでラッピン

グして乳酸発酵させた牛の飼料。

用語解説
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用語解説

海業（うみぎょう）

海や漁村の地域資源の価値や魅力を活用し、地域のにぎわいや所得と雇用を生み出すことが期待

される取組。

ＡＩ (Artifical Intelligence)

人工知能。翻訳や運転、画像診断など、人間の知能を模した機能を持つコンピュータシステム。

Ａ級材からＤ級材

柱や板などの製材に使われる原木（丸太）をＡ級材、合板用をＢ級材、パルプ等の原料チップ用

をＣ級材、燃料用をＤ級材と呼び、曲り具合や径の大小等、状態により原木（丸太）を区別するも

の。

エリートツリー

成長が優れた林業用の樹木を人工交配して作った苗木の中から、より成長量、剛性、通直性等に

優れたものを選抜したものの総称。初期成長は通常の1.5倍以上の速度で成長し、花粉量が半分以

下という特徴を持つ。

か 行

カーボンオフセット

自らの日常生活や企業活動等による温室効果ガス排出量のうち、削減が困難な量の全部又は一部

を、他の場所で実現した温室効果ガスの排出削減や森林吸収等をもって埋め合わせる仕組み。

カーボンニュートラル

温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させ、温室効果ガスの排出を実質ゼロにすること。

海岸保全施設

海岸法に基づき指定されている海岸保全区域内にある堤防・突堤・護岸・砂浜、その他海水の浸

入又は海水による侵食を防止するための施設。

海況予報

今後の海の水温や潮流などについて、気象データや海洋観測データなどに基づき予測した情報。

海況予報を活用することにより、漁業の効率的な操業が期待されている。

貝毒

「アサリ」や「カキ」などの二枚貝が、有毒プランクトンを餌として取り込み、一時的に毒素を

蓄積することによって毒化すること。毒化した二枚貝を食べると中毒症状を起こす場合がある。

海部型移住就農システム

自然やレジャーなど「移住地としての魅力」や「農ある暮らし」に関心のある若者の受け皿とな

る「農業支援サービス事業体」を育成し、地域が一体となり、新規就農をはじめ、副業、「半農半Ｘ」

等多様な担い手を育成・確保、地域への定着を図る取組。

カワウ

カツオドリ目ウ科に属する水鳥で、体長80～90センチメートル。沿岸部や内陸の湖沼河川で主

に魚を食べるため、現在は増加したカワウにより内水面における漁業被害が全国に拡大している。

環境制御装置

温度や湿度、二酸化炭素濃度、日射量など複数の環境要因を適正な範囲に調節するための装置。

農業用ハウスなどで、植物の生育を調整するために設置される。
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環境負荷低減型農業

土づくり、化学肥料・化学農薬の使用量低減の取組の一体的な実施や温室効果ガスの排出量の削

減等、農業生産に由来する環境への負荷を低減させた農業生産方式。

基幹的農業従事者

普段、仕事として、主に自営農業に従事している者。

基幹的農業水利施設

ダム、頭首工、用排水機場、用排水路など農業用用排水のための利用に供される施設であって、

その受益面積が100ha以上のもの。

ＧＡＰ（農業生産工程管理）

「Good Agricultural Practice」の略語。農業において、食品安全、環境保全、労働安全等の

持続可能性を確保するための生産工程管理の取組。食品安全、環境保全、労働安全に加え、人権保

護や農場経営管理等に関する項目が全て含まれたものが国際水準GAPであり、JGAP、アジアGA

P、グローバルGAPがこれに該当する。

キャリア人材

専門的な知識や高度なスキル、豊富な経験を持ち、即戦力として活躍できる人材。農業分野では

営業力やIoT等のスキルによる活躍が期待されている。

協働の森づくり

県内の未整備森林の整備に必要な経費を県民や企業から支援を受け、カーボンオフセットの仕組

みを取り入れて森づくり活動を実施するもの。

漁獲可能量（ＴＡＣ）

「Total Allowable Catch」の略語。漁業において、主要な魚種ごとに年間の漁獲可能量を定め、

水産資源の適切な保存・管理を行うための制度。

漁況

漁獲量の経時的な状況。魚種ごとに調査されており、出漁時の判断材料となるほか、水産資源の

評価や管理に利用されている。

漁労所得

漁獲物の販売収入である「漁労収入」から漁獲等に要した費用である「漁労支出」を差し引いた

所得金額。

クラウド

データやアプリケーション等のコンピューター資源をネットワーク経由で利用する仕組み。

黒潮大蛇行

日本南岸を流れる黒潮が、東経136度から140度の間で、北緯32度よりも南に大きく蛇行する

現象。2017年８月の発生以降、観測史上最長記録を更新し続けており、漁場環境や漁獲される魚

種の変化などに影響を及ぼしていると考えられている。

県営林クレジット

国のＪクレジット制度に基づき、県営林での適切な森林管理によるＣＯ2等の吸収量を「クレジ

ット」として創出したもの。

県南きゅうりタウン

促成きゅうりの産地強化を図るため、海部郡で取り組んできた促成きゅうりの就農者確保や産地

活性化を推進する「きゅうりタウン構想」の区域を拡大し、南部圏域一体となる取組。

用語解説
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公益社団法人 徳島県産業国際化支援機構

県産品のブランディングや販路拡大、県内事業者の海外進出を支援する「官民一体のワンストッ

プ組織」として、令和６年12月に業務を開始した地域商社。

航空レーザ測量

航空機に搭載した３次元レーザスキャナを用いて地上に向けてレーザ光を照射し、対象物（地上

の物体）に当たって戻ってくるまでの時間より得られる距離と、航空機の位置情報から、高い精度

で標高や地形の形状等を調べる測量手法。

高性能林業機械

従来のチェーンソーや集材機に比べ、安全かつ効率的に作業ができ、性能が著しく高い林業機械。

建設用重機をベースに林業用アタッチメントを装備したものが主流で、本県ではスイングヤーダ、

プロセッサ、フォワーダの３点セットのほか、ハーベスタやタワーヤーダなどが使われている。

耕地面積

農作物の栽培を目的とする土地の面積。

高度衛生管理型荷さばき施設

安全・安心な水産物を供給するため、高度な品質・衛生管理を行う荷さばき施設。

荒廃農地

現に耕作に供されておらず、耕作の放棄により荒廃し、通常の農作業では作物の栽培が客観的に

不可能となっている農地。

高病原性鳥インフルエンザ

家きん（ニワトリ、七面鳥等）に感染する、致死率が高く感染力が強いA型インフルエンザウイ

ルスによる感染症。

さ 行

再造林

スギやヒノキなどの人工林を伐採した跡地に、苗木の植栽を行い再び人工林を造成すること。

サステナブル・シーフード

水産資源を持続的に利用するため、「産卵期には獲らない」、「幼魚を保護するためにサイズに規制

を設ける」といった環境に配慮した方法で生産された水産物。

産肉性

家畜の生産能力のうち、肉生産に関する形質の総称。主なものとして、生後一定の時期における

体重で示される「発育」、増体量や飼料の消費でみる「肥育性」、畜解体時における「肉量」や「肉

歩どまり」などがある。

ＣＳＲ活動（Corporate Social Responsibility）

企業の社会的責任。利潤の追求のみならず、顧客、従業員、取引先、投資者などのあらゆる利害

関係者をはじめ、社会貢献や環境への配慮などに対して適切な意思決定をすること。

ＧＸ（グリーン・トランスフォーメーション Green Transformation ）

化石燃料をできるだけ使わず、太陽光発電や風力発電など、クリーンなエネルギーを活用してい

くための変革やその実現に向けた活動。

用語解説
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Ｊクレジット

省エネルギー設備の導入や再生可能エネルギーの利用によるＣＯ2等の排出削減量や、適切な森

林管理によるＣＯ2等の吸収量を「クレジット」として国が認証する制度。平成25年度より実施し

ている。

地すべり防止施設

地すべり防止区域内全体の安全度を向上させるために設置する施設。

次世代女性農業者ネットワーク

農業生産の重要な担い手である女性の活躍の場を広げることを目的として、同世代の女性農業者

や異業種の女性事業者との交流、勉強会による技術研鑽などに取り組む若手女性農業者のネットワ

ーク組織。

指定管理鳥獣対策事業

環境大臣が集中的かつ広域的に管理を図る必要がある鳥獣を「指定管理鳥獣」として指定（シカ、

イノシシ等）し、都道府県等が捕獲を行う事業。

指導農業士

優れた農業経営を行うとともに、新規就農者や農業青年等の育成において指導的役割を果たして

いる農業者。主に、先進的な技術の導入・普及や、新規就農者への指導、農業研修生の受入れなど

に取り組んでいる。

ジビエ

シカやイノシシなど、食材となる野生鳥獣肉のことで、フランス語でジビエ(gibier)が語源。

主伐

一定の林齢に生育した立木を、木材として利用するために全面的に伐採すること。

飼養衛生管理基準

家畜の伝染性疾病の発生を予防するため、家畜の飼養に係る衛生管理の方法として、家畜の所有

者が守るべき基準。

食料安全保障

国内における農作物の不作や輸入の途絶などの不測の事態が生じた場合であっても、人が生きる

上で最低限必要とする食料の供給を安定的に確保すること。

飼料用米

水田を活用して生産できる飼料で、牛や豚などの家畜の飼料として用いられる米のこと。

新規需要米

主食用米、加工用米、備蓄米の用途以外で、飼料用、米粉用、稲ＷＣＳ（稲発酵粗飼料）、新市場

開拓用等として生産された米穀（稲を含む）。

森林環境譲与税

森林経営管理制度を始めとする森林整備やその促進のための取組に活用するための財源として、

「森林環境税（国税）」を国が市町村と都道府県に配分するもの。令和元年から譲与を開始。

森林クラウドシステム

県・市町村・林業事業体等がそれぞれで収集・管理していた情報を、インターネットを利用した

クラウド上で迅速かつ一元的に管理・運用するシステム。

用語解説
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森林整備法人

造林又は育林の事業及び分収方式による造林又は育林の促進を行うことを目的として、林野庁長

官の承認を受けて知事が認定した法人。

水産エコラベル認証

生態系や水産資源の持続性に配慮した方法で生産された水産物に対し、消費者が選択的に購入で

きるよう商品にラベルを貼付する認証制度。

すくも

藍染めに用いられる染原料。タデアイを乾燥させ、発酵・熟成させて堆肥状にしたものであり、

生葉では染めにくい木綿や麻などの植物性繊維をよく染めることができる。

スマート機器

ロボット技術やAI、ICT等の先端技術を導入した機械やシステム。様々な情報をデータ化し、ネ

ットワークを接続してやり取りすることで、作業の自動化や効率化、高精度化を実現する。

スマート水産業

ＡＩやＩｏＴ、漁場環境データ等を活用し、効率的な操業を可能とする水産業。

スマート農機

ロボット技術やICT等の先端技術を導入した、農作業を行う機械。農作業の省力化や効率化、高

精度化を図り、農業経営の高度化を実現する。

スマート農業

ロボット技術やICT等の先端技術を活用し、超省力化や高品質生産等を可能とする新たな農業。

生産農業所得

農業生産によって新たに生み出された付加価値。農業総産出額（農業粗生産額）から物的経費（減

価償却費を含む）を控除し市場価格表示の農業純生産を求め、そこから農業生産手段等にかかわる

間接税を控除し、農業生産に関する経常補助金を加えたもの。

施業履歴

植林、下刈、除伐、間伐等の森林における作業の履歴。

藻食魚類

アイゴやクロダイ等の海藻を食べる魚類。近年は高水温化により、冬場に海藻を食べる量が増え、

養殖海藻や藻場の食害が発生している。

た 行

大径材

原木（丸太）の末口直径（木の梢側）が30センチメートル以上のものをいう。近年は森林資源の

充実により丸太の大径化が進んでおり、非住宅建築物の構造部材として活用が進められている。

太陽熱消毒

レンコンほ場全面を透明のフィルムで覆い、太陽熱によって地温を上げることで、土壌中の有害

微生物を駆除する消毒法。れんこん腐敗病への対策として実施されており、気温が上昇し晴天の続

く梅雨明け（７月下旬）から８月中旬頃までに行う。

用語解説
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田んぼの学校

古くから農業の営みの中で形づくられてきた水田や水路、ため池、里山などを、遊びと学びの場

として活用する環境教育。

地域計画

市町村が、農業者等の協議の結果を踏まえ、農業の将来の在り方や農用地の効率的・総合的な利

用の目標などを定めるとともに、一筆ごとに将来の担い手を定めた地図を作成し、明確化したもの

地域商社

特定の地域に拠点を置き、地域の特産品や観光資源を活用した商品やサービスの域外への販売を

主たる事業とする事業体。

治山

保安林内等において、山腹斜面の安定化や荒廃した渓流の復旧整備等を実施するものであり、森

林の維持・造成を通じて森林機能を維持・向上させ、山地災害等から県民の生命・財産を保全する

もの。

治山施設

保安林内等において、山地の荒廃の復旧や、山地災害を未然に防ぐために、治山事業により設置

する施設や構造物。

地籍調査

一筆ごとの土地について、その実態を明らかにするため、所在、地番、地目及び境界の調査と登

記簿に記載された所有者の表示事項に関する確認と、境界の測量及び面積の測定を行い、調査の結

果を地図及び簿冊に作成することをいい、いわば土地に関する戸籍調査ともいうべき基礎的な調査。

ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション Digital Transformation)

AIやITをはじめとるすデジタル技術が、社会のあらゆる領域に浸透することによってもたらされ

る変革。広く産業構造や社会基盤にまで影響が及ぶとされる。

デジタル技術

コンピュータや電子機器などを用いて、膨大なデータを迅速に処理する技術。AI、IoT、クラウ

ドなどのデジタル技術の活用は、スマート農林水産業の実装に向けたＤＸ（デジタルトランスフォ

ーメーション）に不可欠となっている。

徳島かんきつアカデミー

本県中山間地域の農業を支える重要な品目である「みかん」、「すだち」、「ゆず」などの主要なか

んきつの生産農家を育成することを目的として、平成31年３月、農林水産総合技術支援センター農

業大学校に開講。

徳島木のおもちゃ美術館

あらゆる世代が集い、森林の大切さや木の良さなどを学び・遊び・体感できる木育とにぎわいの

拠点のこと。令和３年10月に開館。

とくしま漁業アカデミー

浜を支える意欲ある担い手を育成・確保するため、公益財団法人徳島県水産振興公害対策基金が

運営する研修機関。座学、現場実習、資格取得の研修を実施し、漁業現場で活躍できる漁業人材を

養成する。

とくしま漁業就業マッチングセンター

本県での漁業就業に関する相談受付や情報提供などを行う窓口。徳島県徳島市寺島本町徳島駅ク

レメントプラザ及び東京都千代田区有楽町東京交通会館の２箇所に設置。
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徳島県鳴門わかめ認証制度

鳴門わかめの信頼確保を目的に、「適切な食品表示」と「トレーサビリティ（加工履歴管理）」を

整えた鳴門わかめ加工業者を県が認定加工業者として認定する制度。

徳島県農業経営・就農支援センター

就業に向けた個別相談や経営課題の解決に向けた専門家の派遣による指導など、農業を担う者の

育成・確保に必要な支援を行う拠点。

徳島県農業青年クラブ連絡協議会

県内各地域の青年農業者が主体となり、クラブ員同士の交流や農業技術の習得、経営能力の向上

を図ることを目的に活動している組織。主な活動として、経営や技術における課題解決に取り組む

プロジェクト活動や、農業大学校生との交流などがある。

とくしますぎの子木育広場

県内で木育の推進と県産材の利用拡大を図るため、県産材ボールプールや積み木セットを配置し

た小規模木育拠点。

とくしま農業振興プロジェクト

産地が直面する課題を解決するため、重点的に対処するべき課題を明確化し、生産者や農業関係

団体等と連携し、収益性の高い経営モデルの実証や産地の規模拡大、環境負荷の低減などに取り組

む１９のプロジェクト。

とくしま農林漁家民宿

「とくしま農林漁家民宿確認要綱」に基づく、農林漁業者が営み、宿泊者に農林漁業体験を提供

する、客室延床面積33㎡未満であり、かつ定員が10名未満の小規模な民宿。

とくしま農林水産業イノベーションＨＵＢ（ハブ）

農林水産業及び関連産業において、県内高等教育機関や生産者・関係団体などに加え、異分野・

異業種の企業など多様なメンバーが共同してイノベーションを創出し、課題解決の加速を図ること

を目的とする枠組み。

とくしま農林水産チャレンジセンター

本県農林水産業への新規就業希望者や、技術力向上を目指す就業者を対象に、環境負荷低減農業

技術やスマート技術など、時代のニーズに応じた研修、充実したカリキュラムによる高度な技術習

得を支援し、地域を牽引するリーダー人材を輩出する拠点。

とくしま農村漁村（ふるさと）応援し隊

農村保全や地域活性化の取組で応援を求める農山漁村地域の団体（ふるさと団体）と社会貢献に

前向きな企業、大学、ＮＰＯ法人等（農山漁村協働パートナー）との間を県がとりもち、農作業支

援や地域活性化活動等を両者の協働により実施する事業。

とくしま林業アカデミー

林業就業希望者を対象に実践的な林業技術を習得させ、県内林業事業体等へ即戦力となる人材を

輩出することを目的とした、公益社団法人徳島森林づくり推進機構が運営する研修機関。

特定技能２号

在留資格の一つで、熟練した技能を持つ外国人が対象となる。農業、漁業等の11の業種において

取得可能で、在留期間の更新（本人が望めば永住可能）や家族の帯同が認められる。

土地改良区

一定の地区内で農業の生産性向上を図るため、農業水利施設、農道などの整備・管理、ほ場の整

備等の土地改良事業を実施することを目的とし、土地改良法に基づいて設立される農業者の組織。
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土地改良施設

農業用用排水施設及び農業用道路等の施設であり、具体的には揚水機場、排水機場、用排水路、

農道等が該当する。

な 行

内水面漁業

河川、湖沼などの内水面で行われる漁業及び養殖業。

にし阿波いちごタウン

国内オンリーワンの夏秋・冬春を組み合わせた周年いちご産地の発展及び移住就農者の増加によ

る地域活性化の実現を目指す「いちご」を核とした地域創生の取組。

にし阿波の傾斜地農耕システム

美馬市・三好市・つるぎ町・東みよし町において、独自の農機具を使用した耕作技術により、傾

斜地のまま農業を営む伝統的な農耕システム。２０１８年に世界農業遺産に認定された。

にし阿波・山のチキンファーム構想

県西部における持続可能な養鶏業の発展に向け、地域が一体となって、人材の育成・確保や生産

から販売まで一環したサプライチェーンの強化を目指す取組。

日本型直接払制度

農業・農村が持つ国土保全や水源かん養などの多面的機能の維持・発揮を図るため、地域の共同

活動、中山間地域等における農業生産活動、自然環境の保全に資する農業生産活動を支援する制度。

多面的機能支払、中山間地域等直接支払、環境保全型農業直接支払の３つの直接支払で構成されて

いる。

熱帯性果樹

熱帯及び亜熱帯地域を原産とする果樹。温暖化が進行する中、新たに温帯地域でアボカドなどの

熱帯性果樹の栽培に取り組む動きが広がりつつある。

農業支援サービス事業体

播種や防除、収穫などの農作業を受託し、農業者の作業の負担を軽減するサービスを提供する事

業体。

農業版ＢＣＰ （Business Continuity Plan）

東日本大震災や熊本地震の被災地の対応・対策を踏まえるとともに、被災地へ派遣された本県職

員からの意見も取り入れ、県が中心となって関係自治体や農業団体等と連携を図りながら、想定さ

れる被災農地の速やかな復旧と円滑な営農再開に繋がる体制や対策を構築するべく、必要な取組を

定めるもの。

農村型地域運営組織「農村ＲＭＯ」

複数の集落の機能を補完して、農用地保全活動や農業を核とした経済活動と併せて、生活支援等

地域コミュニティの維持に資する取組を行う組織。

※RMO：Region Management Organization

農地中間管理機構

農用地等を貸したい農家（出し手）から、農用地等の有効利用や農業経営の効率化を進める意欲

ある担い手（受け手）への農地集積と集約化を支援する組織。
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農福連携

障がい者等が農業分野での活躍を通じて、自信や生きがいを持ち、社会参画を実現していく取組。

これらに加え、担い手不足や高齢化が進む農業分野において、新たな働き手の確保に繋がることが

期待されている。

農薬適正使用アドバイザー

農薬の適正使用及び取扱いに関し、自ら実践し、かつ地域の農業者や生産者グループ等に対し適

切な指導助言等を行う者。県内の農業者で、県が実施する認定研修を受講し認定委員会の審査に合

格した者を、アドバイザーとして県が認定。

は 行

浜の活力再生広域プラン

漁村地域が広域的に連携し、浜の機能再編や中核的担い手の育成を推進するための具体的な取組

を定めたプラン。当該プランに基づく取組は、国の補助事業等が優先的に採択される。

ハラール（認証）

イスラム教の戒律に則って調理・製造された商品であることを証する制度。イスラム法において

合法なもの（主にイスラム法において食べることを許された食品）である「ハラール」に対応した

商品やサービスが認証される。

ＢＣＰ （Business Continuity Plan）

災害などの緊急事態が発生した場合に、損害を最小限にとどめつつ、中核となる事業の継続ある

いは早期復旧するために、策定する行動計画。

豚熱

豚熱ウイルスにより起こる豚、いのししの伝染病で、強い伝染力と高い致死率が特徴。

ブルーカーボン

海藻や植物プランクトンなどの海洋生態系によって吸収・貯蔵される炭素。

農山漁村（ふるさと）協働パートナー

県の「とくしま農山漁村（ふるさと）応援し隊」の趣旨に賛同し、農山漁村地域で農作業支援や

地域活性化活動を地域住民との協働により行う企業、大学、ＮＰＯ法人等。

ふるさと水と土指導員

中山間地域における土地改良施設や農地等の保全及び、地域の活性化推進に関して地域のリーダ

ー的役割を担う指導員。県では、市町村長の推薦に基づき、農村地域の活性化に理解と熱意を有し、

地域の人望のある者を任命している。

保安林

水源の涵養、土砂の崩壊その他の災害の防備、生活環境の保全・形成等特定の公益目的を達成す

るため、農林水産大臣又は都道府県知事によって指定される森林。

防災重点農業用ため池

決壊した場合の浸水区域に家屋や公共施設等が存在し、人的被害を与えるおそれがある農業用た

め池。「ため池工事特別措置法」に基づき県が指定する。

母樹系統

樹木繁殖のための種子や穂木などを採取する樹木の系統。目的に合わせた樹木の系統を選抜する

ことにより、優れた能力を有した系統の樹木を効率的に増殖させることが可能となる。
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ほ場整備

農地の大区画化、用排水路・農道の整備、農地の集団化を図ることによって、農地の耕作条件等

を改善すること。

ま 行

マーケットイン

商品やサービスの提供を行う際に、市場や顧客の視点に立ち、顧客のニーズに基づいた商品やサ

ービスを提供すること。

緑の募金

平成７年に制定された「緑の募金法」に基づき、企業、地域、学校、職場から善意の寄付を募り、

森林ボランティアやＮＰＯ法人などを通じて国内外の森林づくりや人づくりをはじめとした様々な

緑化推進活動を行うための募金。

みなみ阿波の樵木林業システム

海部地域で３００年以上前から続く伝統的な林業技法であり、一定直径以上の常緑広葉樹（シイ

・カシ等）を選択して伐採し、残した木の成長と切り株からの萌芽により森林の更新を図る持続可

能な施行システム。２０２５年に日本農業遺産に認定された。

未利用魚

サイズが不揃いであったり、漁獲量が少なくロットがまとまらないなどの理由から、非食用に回

されたり、低い価格でしか評価されず食用として利用されない魚介類。水産資源の持続的利用の観

点から、近年、未利用魚の有効活用に向けた動きが広がっている。

モーダルシフト

トラック等の自動車で行われている貨物輸送を環境負荷の小さい鉄道や船舶の利用へと転換する

こと。

木育

子どもをはじめとした全ての人々に、木材や木製品とのふれあいを通じて、木材への親しみや木

の文化への理解を深めてもらう活動。

木質化

建築物の天井、床、壁等の内装や構造材等に木材を用いること。

藻場

海藻が多く繁る場所。内海に繁茂する「アマモ場」と岩礁に繁茂する「アラメ・カジメ場」に分

別される。魚介類の産卵場や稚魚の育成場、餌場としての機能を有するほか、栄養塩類や炭酸ガス

を吸収し、酸素を供給するなど、海水の浄化機能も有する。

藻場造成

人為的に新たな藻場を作り出すこと。

や 行

有害鳥獣捕獲

鳥獣保護管理法に基づき、鳥獣による生活環境、農林水産業等に係る被害を防止するために実施

する鳥獣の捕獲等に関する制度。
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ら 行

リスキリング

自己実現やキャリアアップに向けて生涯を通じて学び直しを行うこと。

林業ＤＸ (Digital Transformation)

デジタル技術を活用して森林管理や林業の作業効率の向上を図り、業務や事業の変革を目指すも

の。

林内路網

効率的な森林整備や地域産業の振興を図るための「林道」、主として間伐や造林等の森林施業のた

めの「林業専用道」、林業作業システムに対応し、森林整備を促進するための「森林作業道」の総称。

れんこん腐敗病

れんこんの地下茎が褐変・腐敗する病害であり、フザリウム属菌によって引き起こされる。発生

すると、収量や品質の低下に繋がることから、太陽熱消毒による防除が実施されている。

６次産業化

農林漁業者等が、１次産業としての農林漁業と、２次産業としての製造業、３次産業としての小

売業等の事業との総合的かつ一体的な推進を図り、地域資源を活用した新たな付加価値を生み出す

取組。

路網整備

森林の整備や保全、林産物の供給を効率的に実施するために、林道や林業専用道、森林作業道な

どを整備すること。
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